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句
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故
日
野
開
三
郎
氏
の
『
小
高
句
麗
園
の
研
究
』
は
、
史
料
に
散
見
す
る
高
句
麗
滅
亡
後
の
「
高
麗
」
闘
係
記
事
を
巧
み
な
論
理
と
園
際
情
勢

分
析
に
よ
っ
て
結
合
さ
せ
、
武
周
・
聖
暦
二
年
(
六
九
九
)
か
ら
遼
・
紳
加
三
年
(
九
一
八
)
ま
で
、

遼
東
に
高
句
麗
王
の
子
孫
高
氏
を
王
と
す



る
「
小
高
句
麗
圏
」
が
存
在
し
た
と
主
張
す
る
大
著
で
あ
る
。
特
に
園
際
情
勢
分
析
の
面
で
高
い
評
債
を
受
け
る
本
垂
直
で
あ
る
が
、

〈

2

)

(

3

)

麗
園
」
の
存
在
と
な
る
と
肯
定
的
な
評
債
は
少
な
い
。
た
だ
し
反
論
は
あ
ま
り
な
く
、
責
約
翠
「
武
則
天
興
朝
鮮
半
島
政
局
」
が
若
干
論
じ
る

ぐ
ら
い
で
、
疑
問
を
抱
く
研
究
者
は
「
小
高
句
麗
園
」
を
無
視
し
て
自
説
だ
け
を
展
開
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
か
か
る
研
究
拭
況
が
好
ま
し

「
小
高
句

い
は
ず
は
な
く
、

と
り
わ
け
崩
海
・
契
丹
等
の
唐
代
東
北
謹
の
情
勢
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、

「
小
高
句
麗
園
」
の
存
否
問
題
は
避
け
て
通
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
論
は
、

か
か
る
認
識
の
下
、

「
小
高
句
麗
園
」
を
指
す
と
さ
れ
る
諸
史
料
の
解
調
停
問
題
と
建
園
の
問
題
を
中
心
に
日
野
氏
の
見
解
を
再
検

論
述
上
の
混
範
を
避
け
る
た

な
お
、

討
し

「
小
高
句
麗
園
」
の
存
否
問
題
へ
の
筆
者
な
り
の
解
答
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

め
、
武
周
期
に
闘
し
て
も
唐
と
表
記
す
る
こ
と
を
一
言
附
し
て
お
く
。

ま
ず
は
前
掲
書
に
従
っ
て
、

日
野
氏
の
描
く
「
小
高
句
麗
園
」
の
歴
史
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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日
野
氏
の
語
る
「
小
高
句
麗
園
」

総
章
元
年
(
六
六
八
)
に
高
句
麗
を
滅
ぼ
し
た
唐
は

そ
の
全
域
を
支
配
し
き
れ
ず
、

七
世
紀
末
に
は
安
東
都
護
府
も
新
城
(
現
撫
順
)
に
移

寓
歳
逼
天
元
年
(
六
九
六
)
五
月
、
契
丹
の
李
蓋
忠
・
孫
蔦
柴
が
唐
に
叛
い
て
管
州
を
落

す
と
、
遼
東
と
唐
本
土
と
を
結
ぶ
陸
路
は
遮
断
さ
れ
、
翌
年
六
月
の
契
丹
の
範
卒
定
後
も
営
州
回
復
は
成
ら
な
か
っ
た
た
め
、
安
東
都
護
府
へ

の
補
給
は
海
路
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
が
多
大
な
負
携
を
河
北
・
江
南
に
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
秋
仁
傑
は
、
一
神
功
元
年
(
ム
ハ

『
遁
鑑
』
巻
二

O
六
等
。
以
下

し
て
遼
東
地
匝
を
確
保
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
た
。

(
『
葎
唐
書
』
巻
八
九
秋
仁
傑
崩
降
、

『
新
唐
書
』
各
一
一
五
秋
仁
傑
停
、

九
七
〉
十
月
に
「
請
罷
百
姓
西
成
疎
勤
等
四
銭
疏
」

上
表
!
と
略
稽
〉
の
中
で
「
安
東
を
罷
め
て
以
て
遼
西
を
寅
た
す
」
策
を
献
じ
、

つ
い
で
閏
十
月
に
「
請
抜
安
東
表
」

(
『
遁
典
』
巻
一
八
六
透
防
典

二
高
句
麗
、

『
唐
舎
要
』
巻
七
三
安
東
都
議
府
。
以
下
上
表
E
)
を
奉
り
、

安
東
都
護
府
の
麿
止
と
高
氏
君
長
の
遼
東
遣
還
を
主
張
し
た
。
こ
れ
を
受

唐
は
安
東
都
護
府
を
慶
止
し
て
遼
東
の
統
治
権
を
放
棄
し
、

か
わ
り
に
高
句
麗
最
後
の
王
高
臓
の
孫
高
賓
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け
て
聖
暦
元
年
(
六
九
八
U

六
月
、
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元
を
忠
誠
園
王
に
加
封
し
た
う
え
で
、
安
東
都
督
に
任
じ
て
遼
東
に
波
遣
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
涯
遣
は
沙
汰
止
み
と
な
り
、

翌
年

か
わ
っ
て
高
蔵
の
男
徳
武
を
安
東
都
督
と
し
て
涯
遺
し
た
(
『
奮
唐
書
』
径
一
九
九
上
東
夷
俸
高
麗
、

『
新
唐
愛
国
』
巻
二
二

O
東
夷
俸
高
麗
。
以
下
各
々

『
奮
唐
書
』
高
麗
体
、

『
新
唐
書
』
高
麗
俸
と
略
務
)
。
こ
う
し
て
唐
か
ら
高
句
麗
王
家
高
氏
に
遼
東
の
統
治
権
が
委
譲
さ
れ
、
親
唐
園
家
と
し
て
の

期
待
を
捨
っ
て
高
徳
武
を
初
代
の
王
と
す
る

「小
高
句
麗
園
」
が
建
国
さ
れ
た
。

O
雑
録
)
、

唐
代
史
料
に
散
見
さ
れ
る
こ
れ
以
降
の

「高
麗
」

|
l聖
暦
三
年
(
七
O
O
)
「
使
絶
域
依
式
給
料
数
」

の

「高
麗
園
」

景
龍
四
年
(
七

一
O
)
四
月
の
高
麗
遣
使
(
『
崩
府
元
勉
』
各
九
七
O
外
臣
部
朝
貢
三
。
以
下
『
元
値
』
朝
貢
三
と
略
稽
)
、

(
『
唐
舎
要
』
径
一

O

先
天
二
年
(
七
一

一
一
一
)
二
月
の
高
麗
大
首
領
高
定
停
の
特
進
授
輿
(
『
元
勉
』
巻
九
六
四
外
臣
部
封
崩
二
)
、

開
元
三
年
(
七
一
五
)
の
高
麗
王
高
文
簡
の
来
降
と
遼
西

郡
王
加
封

(
『元
勉
』
封
加
二
、
同
巻
九
七
四
外
巨
部
褒
異
一
、
同
巻
九
七
七
降
附
)
、
開
元
七
年
正
月
の
高
文
簡
の
妻
阿
史
那
氏
の
朋
封

(『元
勉
』
褒
異

一
)
、
元
和
一
三
年
(
八
一
八
)
四
月
の
高
麗
遣
使
(
『
新
唐
書
』
高
麗
停
、

『
唐
曾
要
』
巻
九
五
高
麗
、

『元
勉
』
朝
貢
五
)
、
買
耽

『
道
里
記
』

「
登
州
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海
行
入
高
一
蝿

・
溺
海
道
」
の
高
麗
(
『
新
唐
書
』
巻
四
三
下
地
理
志
七
下
)
等
ー
ー
ー
は
全
て
「
小
高
句
麗
園
」
を
指
す

P

ま
た
、

そ
の
王
は
安
東
都

督
の
官
披
を
持
つ
か
ら
、
天
質
年
聞
の
こ
と
を
記
す
『
新
唐
書
』
地
理
志
七
下
の

「
安
東
都
督
府
」
篠
|
|
一
四
州
・
九
都
督
府
ー
ー
は
「
小

高
句
麗
園
」
の
領
域
を
博
え
る
記
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
遼
史
』
に
は
、
朝
鮮
牢
島
に
王
氏
高
麗
が
建
園
す
る
(
九
一
八
年
六
月
)
以
前
で
あ
る

一
柳
加
三
年
(
九
一
八
)
二
月
・
三
月
(
巻
一
太
租
本
紀
上
、
巻
七

O
属
図
表
)
に
高
麗
遁
使
記
事

太
粗
九
年
(
九
一
五
)
十
月
(
巻
一
太
租
本
紀
上
〉
、

が
あ
り
、
こ
れ
も
「
小
高
句
麗
園
」

の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
「
小
高
句
麗
園
」
の
興
亡
は
次
の
よ
う
に
復
元
で
き
る
。

「
小
高
句
麗
園
」
は
、

唐
の
期
待
に
反
し
、
建
園
後
す
ぐ
に
突
欧
に
服
属
し
た
。
唐
に
玄
宗
が
立
っ
と
、
制
到
突
蕨
策
の
一
環
と
し
て
東
北
政

策
が
強
化
さ
れ

「
小
高
句
麗
園
」
内
の
親
唐
涯
へ
の
工
作
も
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
歎
畷
可
汗
の
死
に
よ
る
突
販
の
弱
瞳
化
を
契
機
と
し
、

開
元
三
年
に
第
二
代
高
文
簡
は
唐
に
閑
居
し
た
。
こ
の
時
期
の
領
域
は
安
東
都
護
府
下
の一

四
州
を
縫
承
し
た
も
の
で
、

「
北
は
鍛
嶺

・
開
原

附
近
、
東
は
蘇
子
河
流
域
の
鏑
京
老
城
地
方
か
ら
鴨
緑
江
河
口
右
岸
に
至
る
線
、
南
は
こ
の
河
口
右
岸
よ
り
蓋
卒
を
結
ぶ
線
、

(
九
三
頁
)
で
あ
り
、

西
は
大
睡
蓮
河

を
以
て
境
と
す
る
一
帯
」

遼
東
牛
島
は
入
ら
な
か
っ
た
。

開
元
末
か
ら
天
賓
初
、

崩
海
に
敗
れ
て
唐
に
亡
命
し
た
諸
綜



は
遼
河
の
線
を
や
や
西
に
越
え
」

「
小
高
句
麗
園
」
は
九
州
を
増
領
し
、
領
域
も
「
北
は
開
原
を
越
え
て
東
遼
河
流
域
北
岸
地
匿
に
達
し
、
西

(
九
三
頁
〉
た
。
天
賓
一
四
載
(
七
五
五
〉
に
起
っ
た
安
史
の
組
の
た
め
、
営
州
に
在
っ
て
「
小
高
句
麗
園
」

輯
人
が
遼
東
に
安
置
さ
れ
る
と
、

を
軍
事
的
に
支
え
て
き
た
卒
直
軍
節
度
使
は
上
元
二
年
(
七
六
二
)
末
に
南
渡
し
、
唐
の
勢
力
は
遼
東
か
ら
後
退
し
た
。
か
わ
り
に
溺
海
が
「
小

高
句
麗
園
」
を
占
領
し
て
属
固
化
し
、
以
後
の
一
世
紀
牟
は
こ
の
朕
態
が
績
い
た
。
そ
し
て
紳
加
三
年
の
三
月
か
ら
六
月
の
聞
に
、
勃
興
す
る

契
丹
の
侵
攻
に
遭
っ
て
滅
亡
す
る
。

以
上
が
日
野
氏
の
見
解
の
概
略
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
へ
の
唯
一
の
反
論
で
あ
る
責
約
意
氏
の
見
解
を
確
認
し
、
そ
こ
を
手
掛
り
と
し
て
、

日
野
氏
が
「
小
高
句
麗
園
」
を
指
す
と
さ
れ
た
諸
史
料
か
ら
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
小
高
句
麗
園
」
を
指
す
と
さ
れ
る
史
料
の
再
検
討

1 

寅
約
憲
氏
の
反
論
を
め
ぐ
っ
て
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責
氏
は
、
遼
東
等
の
高
句
麗
奮
地
に
高
句
麗
族
が
居
り
、
そ
れ
が
景
龍
四
年
や
元
和
二
二
年
に
唐
に
遣
使
し
た
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
園
と

は
言
え
な
い
と
す
る
。
も
し
そ
れ
が
園
家
規
模
な
ら
ば
、
百
年
間
で
ニ
回
し
か
記
録
が
な
く
、
近
却
の
小
園

・
小
族
よ
り
少
な
い
と
い
う
の
は

不
可
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
先
天
二
年
の
高
定
停
や
開
元
三
年
の
高
文
筒
等
は
唐
に
降
っ
た
者
で
、
遼
東
に
居
住
す
る
者
で
は
な
い
と
す

る
。
特
に
高
麗
王
高
文
簡
は
、
妻
が
突
蕨
黙
畷
可
汗
の
娘
で
、
率
い
た
人
々
も
数
を
帳
に
よ
っ
て
数
え
る
こ
と
か
ら
、
突
厭
か
ら
来
降
し
た
突

厭
化
し
た
高
句
麗
人
の
長
と
見
る
。

吉
岡
定
停
の
記
事
は
特
進
に
し
た
と
記
す
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
確
買
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
葉
氏
の
解
揮
は
成
立
し
得
る
し
、
日
野
氏
の

如
く
「
小
高
句
麗
園
」
の
親
唐
涯
の
大
首
領
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
一
方
、
高
文
簡
に
閲
し
て
は
、
共
に
来
降
し
た
の
が
西

突
販
の
附
陸
部
・
湾
失
畢
部
や
東
突
肢
の
映
鉄
部
位
一寸
で
、
唐
は
彼
ら
を
「
制
し
て
河
南
之
奮
地
に
居
ら
令
」
(
『
奮
唐
書
』
倉
一
九
四
上
突
廠
停
上
)
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め
て
い
る
貼
か
ら
見
て
も
、
葉
氏
の
見
解
は
安
嘗
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
遼
西
郡
王
に
加
封
さ
れ
た
こ
と
も
、
遼
東
高
句
麗
人
と
無
関
係
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
高
文
衡
に
つ
い
て
は
、
日
野
氏
の
見
解
の
成
立
す
る
絵
地
は
な
い
。

加
封
に
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、

日
野
氏
が
気
附
か
な
か
っ
た
、

『
奮
唐
書
』
巻
二
三
瞳
儀
志
三
の
開
元
一
一
一
一
年
封
-
捕
の
際
の
次
の
記

事
で
あ
る
。

壬
辰
、
玄
宗
、
朝
勤
之
帳
殿
に
御
し
、
大
備
陳
布
す
。

文
武
百
僚
、

二
王
の
後
、

孔
子
の
後
、

(中略〉、

戎
秋
夷
観
賞
尭
胡
朝
献
之
園
、

突
厭
韻
利
震
、
契
丹
・
実
等
の
王
、
大
食
・
謝
髄
・
五
天
十
姓
・
昆
育
・
日
本
・
新
羅
・
綜
鞠
之
侍
子
及
び
使
、
内
臣
之
番
、
高
麗
朝
鮮

玉
、
百
済
帯
方
王
、
十
姓
摩
阿
史
那
輿
昔
可
汗
、

三
十
姓
左
右
賢
王
、

日
南
・
西
竺
・
撃
歯
・
離
題
・
鮮
伺
・
鳥
時
前
之
酋
長
、
威
な
位
に

在
り
。

(
4〉

朝
鮮
王
は
正
確
に
は
朝
鮮
郡
王
。
儀
鳳
二
年
(
六
七
七
〉
に
元
の
高
句
麗
王
高
臓
に
輿
え
ら
れ
、
彼
の
死
後
一
時
断
絶
し
た
が
、
垂
扶
二
年
(
六

〈

5
)

八
六
)
に
孫
の
高
賓
元
が
縫
製
し
て
い
る
(
雨
『
唐
書
』
高
麗
俸
)
。

つ
ま
り
、
朝
鮮
郡
王
と
は
高
句
麗
王
家
の
正
統
が
縫
襲
す
る
も
の
な
の
で
あ
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る
。
こ
の
高
麗
朝
鮮
王
同
様
に
封
澗
に
列
席
し
た
諸
蕃
夷
は
、
朝
献
の
固
と
内
臣
の
蕃
に
大
別
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
外
臣
に
嘗
る
も
の
と

見
ら
れ
、
そ
こ
に
列
盤
噂
さ
れ
た
園
々
は
唐
の
領
域
外
に
在
っ
て
一
定
の
自
立
性
を
有
し
て
い
る
。
一
方
後
者
に
列
島
苧
さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
麗

(
6〉
(

7

)

朝
鮮
王
同
様
に
亡
園
王
家
の
正
統
で
、
嘗
時
は
都
に
居
住
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
百
済
帯
方
王
と
西
突
販
の
輿
昔
亡
可
汗
、
部
帳
を
率
い
て
唐

(
8
)
 

に
来
降
し
た
左
賢
王
・
右
賢
王
、
そ
れ
に
唐
の
領
域
内
に
居
住
す
る
南
方
の
少
数
部
族
の
信
長
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
史
料
の
匡
分
か
ら
見
る
と
、
高
麗
朝
鮮
王
の
居
住
地
は
唐
の
領
域
内
で
、

そ
れ
も
都
の
可
能
性
が
高
い
。
も
し
こ
れ
が
遼
東
高
句
麗
人

の
長
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
唐
に
か
わ
っ
て
遼
東
を
統
治
す
る
政
権
H

「
小
高
句
麗
圏
」
の
存
在
は
想
定
し
に
く
く
な
る
。
た
だ
、
遼
東
に
涯

王
家
の
正
統
で
は
な
い
の
で
、

遣
さ
れ
た
の
は
高
寅
元
の
お
じ
徳
武
で
、

そ
の
子
孫
は
朝
鮮
王
で
は
な
い
可
能
性
の
方
が
高
い
。
し
か
し
そ
の

場
合
、
遼
東
に
政
権
を
維
持
し
て
い
た
と
し
て
も
、
徳
武
の
子
孫
を
唐
は
正
式
な
高
句
麗
王
と
認
め
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
本
史

料
は
、

日
野
氏
の
「
小
高
句
麗
圏
」
論
に
と
っ
て
整
合
的
な
解
樟
の
難
し
い
史
料
な
の
で
あ
る
。



ま
た
、
黄
氏
は
遼
東
高
句
麗
族
は
固
と
は
呼
べ
な
い
と
す
る
が
、
聖
暦
三
年
三
月
六
日
の
「
使
絶
域
依
式
給
料
敷
」
に
は
蕃
域
の
範
囲
を
示

し
て
「
東
は
高
麗
園
に
至
り
」
と
あ
る
。

日
野
氏
は
こ

の

「
園
」
か
ら
園
家
的
存
在
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ら
し
く
、

羅
、
輯
安
方
面
に
は
震
(
振
〉
園
が
あ
る
の
で
、

(
前
掲
書
七
九
l
八
O
頁)。

嘗
時
の
朝
鮮
半
島
に
は
新

こ
の
「
高
麗
園
」
は
遼
東
の
高
徳
武
政
権
H

「
小
高
句
麗
園
」
以
外
に
な
い
と
考
詮
す
る

し
か
し
「
園
」
の
字
に
は
錯
入
の
可
能
性
が
あ
る
。
金
子
修
一
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
如
く
、
「
某
園
」
は
紹
域

〈

9
)

に
使
わ
れ
、
蕃
域
に
は
「
薗
」
を
附
さ
な
い
の
が
原
則
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
敷
と
同
一
の
規
定
を
載
す
『
白
氏
六
帖
事
類
集
』
巻
一
六
と
『
新

唐
書
』
巻
一
=
二
下
西
域
惇
下
は
単
に
「
高
麗
」
と
記
し
、

「
園
」
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
金
子
氏
の
見
解
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
園
の
字
は
必
ず
し
も
園
家
的
存
在
を
-
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
葉
氏
の
見
解
と
こ
の
敷
と
は
矛
盾
し
な
い
。
な
お
、
後
述
の
よ

う
に
高
麗
に
は
遼
東
を
含
ま
な
い
用
例
が
あ
る
こ
と
、
事
買
上
蕃
域
に
新
羅
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
敷
の
「
高
麗
ハ
園
)
」
は
朝
鮮
半
島

を
含
む
奮
高
句
麗
領
地
域
を
指
す
と
解
す
る
の
が
最
も
安
嘗
で
は
あ
る
ま
い
か
。

2 

『
遼
史
』
の
高
麗
遣
使
記
事
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1Jc 

『
遼
史
』
に
見
え
る
高
麗
遣
使
記
事
1
1
1
太
租
九
年
(
九
一
五
〉
十
月
、

神
加
三
年
(
九
一
八
)
二
月
・
三
月
ー
ー
を
検
討
し
よ
う
。

日
野
氏
は
、
こ
れ
が
九
一
八
年
六
月
の
王
氏
高
麗
建
園
以
前
な
の
で
、
遼
東
の
「
小
高
句
麗
園
」
の
存
在
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
解
せ
ず
、
契

丹
の
遼
東
攻
略
の
様
子
か
ら
も
そ
う
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
と
す
る
(
前
掲
書
八
一
、
四
一
七
J
一
二
頁
)
。

(
印
〉

(

U

)

こ
の
遁
使
記
事
に
つ
い
て
は
他
に
、
津
田
左
右
士
口
氏
の
虚
妄
読
と
、
金
滑
願
氏
の
弓
喬
の
泰
封
園
(
主
氏
高
麗
の
前
身
〉
の
遣
使
設
が
あ
る
。

津
田
氏
は
、
遼
初
の
入
貢
記
事
は
既
に
存
在
し
な
い
烏
孫
等
の
入
貢
を
も
-
記
し
て
信
用
し
難
く
、
新
羅
・
日
本
・
高
麗
等
の
遁
使
記
事
も
そ
の

日
野
氏
は
こ
の
読
を
批
判
し
、
新
羅
・
日
本
等
の
遁
使
が
史
賓
と
受
け
取
り
得
る
こ
と
を
述
べ
、
嘗
時
寅
在
し
た
園
々
の
遣
使
を

一
方
日
野
氏
は
、
弓
奇
が
園
放
を
高
麗
で
は
な
く
泰
封
と

類
と
す
る
。
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烏
孫
と
同
列
に
一
括
否
定
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
と
す
る
。
安
蛍
な
批
剣
で
あ
ろ
う
。

に
劃
し
て
傍
稀
に
な
る
か
ら
で
、

し
た
の
は

「
小
高
句
麗
園
」

王
建
は
そ
の
滅
亡
後
に
建
園
し
た
か
ら
園
競
を
高
麗
と
で
き
た
と
考
え
て
お
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り
、
こ
の
高
麗
遣
使
が
泰
封
園
の
遣
使
で
あ
る
可
能
性
を
全
く
考
え
て
い
な
い
。

筆
者
は
金
氏
の
読
が
安
嘗
と
考
え
る
。
遣
使
記
事
の
園
名
は
必
ず
し
も
そ
の
園
の
正
式
園
慌
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
溺
海
は
建
圏
嘗
-
一
初
に
は

(

ロ

)

振
と
披
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
へ
の
遣
使
を
記
す
諸
史
料
は
綜
鞠
と
記
し
て
お
り
、
一
方
日
本
と
の
通
交
に
嘗
つ
て
は
、
外
交
上
の
騒
け

〈
日
)

引
き
か
ら
一
時
自
ら
高
麗
を
稀
し
て
い
る
。
ま
し
て
泰
封
園
は
普
通
後
高
麗
と
も
呼
ば
れ
、
弓
喬
が
高
麗
の
復
興
を
唱
え
て
九

O
一
年
に
建
園

し
た
園
で
、
九

O
四
年
に
摩
震
固
と
稽
す
る
ま
で
弓
喬
は
高
麗
王
と
自
稀
し
て
い
る
〈
『
三
園
史
記
』
巻
一
二
新
羅
本
紀
一
二
、
向
巻
五

O
弓
葡
停
、

コ
ニ
園
遣
事
』
王
暦
。
な
お
泰
封
園
改
稿
は
九
一
一
年
)
。
遼
が
こ
れ
を
高
麗
と
見
倣
し
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
泰
封
園
白
ら
高
麗
と
稽
し
た
と
し

て'も、

不
思
議
は
な
い
。

新
羅
朝
貢
と
並
列
し
て
登
場
す

(
H
)
 

る
。
鴨
深
江
鈎
魚
記
事
を
、
首
時
の
情
勢
か
ら
見
る
と
こ
こ
ま
で
勢
力
下
に
置
け
た
は
ず
は
な
い
の
で
誤
り
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
遊
牧
民

ま
た
、
太
租
九
年
十
月
の
記
事
は
、

同
月
に
太
租
が
「
鴨
深
江
に
鈎
魚
」
し
た
と
す
る
記
事
に
績
け
て

せ
ば
よ
く
、
そ
れ
を
受
け
て
新
羅
・
高
麗
が
遺
使
し
た
と
考
え
得
る
。
こ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
高
麗
は
朝
鮮
牟
島
に
在
っ
た
と
解
す
べ
き

で、
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が

一
時
的
に
敵
地
深
く
侵
攻
す
る
例
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
鴨
深
江
侵
攻
も
朝
鮮
牢
島
へ
向
け
て
の

一
時
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ

1
シ
=
ン
と
解

泰
封
園
は
南
北
を
新
羅

・
後
百
済

・
溺
海
に
固
ま
れ
、

で
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
通
り
に
高
句
麗
蓄
領
の
回
復
を
目
指
す
に
は
契
丹
と
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
に
嘗
る
の
は
泰
封
園
以
外
に
な
い
。

金
氏
は
、

不
利
な
地
位
に
在
っ
た
の

以
上
よ
り

『
遼
史
』
の
高
麗
遣
使
記
事
は
、

「
小
高
句
麗
園
」
の
存
在
を
前
提
に
せ
ず
と
も
、
泰
封
園
の
遁
使
記
事
と
解
せ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、

日
野
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
遼
東
に
高
句
麗
踊
統
園
家
「
小
高
句
麗
圏
」
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
弓
喬
は
高
句
麗
復

輿
を
唱
え
る
こ
と
も
、
高
麗
王
を
自
稽
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
酷
か
ら
見
て
も
、
遼
初
ま
で
「
小
高
句
麗
圏
」
が
存

在
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。



3 

唐
代
地
理
記
事
に
見
え
る
高
麗

本
節
で
は
、
唐
代
の
地
理
記
事
に
見
え
る
高
麗
の
う
ち
、

『
奮
唐
書
』
巻
三
八
地
理
志
一
・
序
文
の
、

(
日
)

日
野
氏
が
「
小
高
句
麗
園
」
を
指
す
と
さ
れ
た
も
の
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、今

、
天
賓
十
一
載
(
七
五
二
)
の
地
理
を
奉
ぐ
。

唐
土
、

東
は
安
東
府
に
至
り
、

西
は
安
西
府
に
至
り
、
南
は
日
南
郡
に
至
り
、
北
は
単

子
府
に
至
る
。
南
北
は
前
漢
之
盛
の
如
く
、
東
は
則
ち
及
ば
ず
、

西
は
則
ち
之
に
過
ぐ
。

に
附
さ
れ
た
註
を
見
て
み
た
い
。

日
野
氏
は
註
を
「
漢
地
、

東
至
梁
浪
・
玄
菟
、

今
高
麗
・
溺
海
是
也
、
今
在
遼
東
、
非
唐
土
也
、
」
と
引
用

し

「
漢
地
の
東
境
と
天
賓
十
一
年
に
お
け
る
唐
の
東
境
と
を
比
較
し
、
今
は
崩
海
・
高
麗
が
遼
東
に
在
る
が
、
唐
土
で
は
無
い
と
述
べ
て
い

る
。
今
と
は
漢
代
に
劃
し
て
用
い
た
も
の
で
、
天
賓
十
一
年
で
あ
る
。
即
ち
天
資
十
一
年
頃
に
は
溺
海
と
高
麗
と
が
遼
東
に
並
在
し
、
と
も
に

ま
た
右
本
文
と
註
の
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唐
の
領
外
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
こ
の
高
麗
が
小
高
句
麗
た
る
こ
と
は
い
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
」

し
て
い
る
。
し
か
し
註
は
さ
ら
に
「
漢
-境
西
至
激
埠
郡
、
今
沙
州
、
是
唐
土
。
叉
緬
輩
、
是
西
過
漢
之
盛
也
」
と
績
き
、

原
史
料
で
あ
る
『
、
通
典
』
巻
一
七
二
州
郡
典
二
の
、
註
の
部
分
に
は
、

(
前
掲
書
八
五
頁
〉
と
解
穣

漢
之
東
一
境
は
築
浪
郡
を
有
ち
、

西
境
は
激
埠
郡
を
有
つ
。
今
、
東
は
安
東
府
に
極
ま
り
、
則
ち
漢
の
遼
東
郡
也
。
其
れ
漢
之
玄
菟
・
築
浪

二
郡
は
、
並
び
に
遼
東
郡
之
東
に
在
り
て
、
今
悉
く
東
夷
之
地
と
震
る
企
〈
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
『
奮
唐
書
』
地
理
志
一
の
註
を
解
す
る
と
、

高
麗
・
溺
海
の
地
で
あ
る
。
今
の
東
境
は
漢
の
遼
東
郡
の
地
に
在
っ
て
、
そ
の
東
は
唐
土
で
は
な
い
」
と
な
る
。
天
資
一
一
載
に
は
、
遼
東
は

唐
の
領
域
内
、
高
麗
は
そ
の
東
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
史
料
は
天
賓
一
一
載
に
遼
東
に
「
小
高
句
麗
園
」
が
在
っ
た
と
す
る

「
漢
の
東
境
は
梁
浪
・
玄
菟
郡
に
ま
で
至
っ
た
が
、
そ
こ
は
今
、

見
解
に
否
定
的
な
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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決
に
、

『
新
唐
書
』
地
理
志
七
下
所
載
買
耽
『
道
里
記
』
の
「
登
州
海
行
入
高
麗
・
溺
海
道
」
を
検
討
し
よ
う
。

『
道
里
記
』
と
は
『
皇
肇
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四
達
記
』
の
こ
と
で
あ
り
、
貞
元
一
七
年
〈
八
O
一
)
に
上
ら
れ
た
『
古
今
郡
園
鯨
道
四
夷
述
』
の
四
夷
述
部
分
を
軍
行
さ
せ
た
も
の
と
い
わ

(

凶

)

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ま
た
記
述
さ
れ
た
ル

l
ト
が
登
州
か
ら
新
羅
玉
城
及
び
勧
海
玉
城
へ
の
も
の
な
の

(
口
)

で
、
か
ね
て
よ
り
ル

l
ト
名
の
「
高
麗
」
は
疑
問
視
さ
れ
、
津
田
氏
は
「
新
羅
・
激
海
道
」
と
あ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
日
野
氏

は
、
「
高
麗
」
を
「
小
高
句
麗
園
」
と
見
れ
ば
、
そ
の
領
域
の
一
部
を
こ
の
ル

l
ト
は
通
る
の
で
問
題
な
し
と
さ
れ
る
(
前
掲
書
八
五
l
六頁)。

撲
連
時
に
は
既
に
高
句
麗
は
亡
く
、

し
か
し
、

そ
れ
は
鴨
深
江
口
か
ら
泊
拘
口
ま
で
の
鴨
濠
江
西
岸
を
掠
め
る
程
度
で
、

そ
こ
も
史
料
に
高
麗
領
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、

日
野
説
に
は
無
理
が
あ
る
。
翻

っ
て
記
述
さ
れ
た
ル

l
ト
に
目
を
や
る
と
、
鴨
海
江
を
遡
っ

て
溺
海
領
に
入
っ
た
後、

「
丸
都
豚

城
に
至
る
。
故
の
高
麗
王
都
」
と
あ
る
の
に
気
附
く
。
そ
も
そ
も
『
道
里
記
』
の
七
道
の
う
ち
行
く
先
が
二
地
名
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ

そ
れ
は
古
大
同
城
を
通
過
し
、
古
雲
中
城
に
至
る
道
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

以
外
で
は
「
夏
州
塞
外
通
大
同
・

雲
中
道
」
で
、

「
登
州
海
行
入

高
麗

・
働
海
道
」
も
登
州
か
ら
故
高
麗
王
都
を
通

っ
て
溺
海
王
城
に
入
る
道
の意一
と
理
解
で
き
る
。
新
羅
王
城
へ
の
ル
l
ト
は
そ
の
分
道
と
見

倣
せ
ば
よ
く
、

ル
ー
ト
名
に
新
羅
が
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
う
必
要
は
な
い
。
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別
の
解
穫
も
可
能
で
あ
る
。

コ
ロ
同
麗
・
溺
海
」
は
先
掲
『
奮
唐
書
』
地
理
志
の
註
に
も
登
場
し
、
そ
こ
で
は
遼
東
の
東
・
唐
の
領
域
外
と
し

(

凶

)

て
扱
わ
れ
た
。
類
似
表
現
に
、
宋
代
史
料
に
見
え
る
「
高
麗
・
新
羅
」
が
あ
る
。
既
に
新
羅
が
滅
び
王
氏
高
麗
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
朝
鮮
半
島
を
四
字
句
で
表
現
す
る
際
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
遼
東
の
東
・
唐
の
領
域
外
の
蕎
高

句
麗
領
一
帯
を
「
高
麗
・
溺
海
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
解
穫
が
正
鵠
を
射
て
い
る
か
は
今
後
更
な
る
検
討
を
要

す
る
が
、
.
と
ち
ら
に
し
て
も
「
高
麗
」
を
「
小
高
句
麗
園
」
と
解
す
る
よ
り
は
無
理
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

『
道
里
記
』
に
は
「
小
高
句
麗
園
」
の
存
在
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
営
州
入
安
東
道
」
の
「
遼
水
を

渡
り
て
安
東
都
護
府
に
至
る
ま
で
五
百
里
。
府
は
故
の
漢
の
裏
卒
城
也
。
」
で
あ
る
。

」
れ
が
正
し
け
れ
ば

貞
元
年
聞
に
安
東
都
護
府
が
故

裏
卒
城
H
遼
陽
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
『
奮
唐
書
』
地
理
志
二
等
に
は
、
安
東
都
護
府
は
至
徳
年
間
(
七
五
六
?
八
)
の
後
に
慶

『
道
里
記
』
が
儀
鳳
年
間
〈
六
七
六
J
八
)
の
材
料
と
溺
海
建
園
後
の
材
料
を
併

『
道
里
記
』
と
合
わ
な
い
。
津
田
氏
は
、

さ
れ
た
と
あ
り
、



(
四
〉

用
し
た
た
め
に
誤
っ
た
と
解
す
る
。

一
方
日
野
氏
は
、

か
か
る
例
が
『
道
里
記
』
で
こ
れ
一
保
し
か
な
い
こ
と
を
疑
問
と
し
、

ま
ず
「
安
東
都

護
府
」
は
寅
は
そ
の
故
地
の
意
と
解
す
る
。
た
だ
、
遼
陽
に
都
護
府
が
在
っ
た
の
は
六
七
六

1
七
年
の
一
年
間
だ
け
で
、
こ
こ
を
代
表
的
な
故

地
と
す
る
の
は
不
可
解
の
よ
う
だ
が
、
安
東
都
督
府
と
も
呼
ば
れ
た
「
小
高
句
麗
園
」
の
首
都
が
遼
陽
に
在
っ
た
と
俵
定
す
れ
ば
、
そ
れ
に
基

づ
く
後
人
の
誤
解
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
、
合
理
的
に
解
樟
で
き
る
と
す
る
。
日
野
氏
の
津
田
説
批
剣
は
安
嘗
と
思
う
が
、
故
地
を
明
記
し
て

い
る
『
道
里
記
』
の
書
き
方
か
ら
見
る
と
、
日
野
読
に
無
理
の
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
劉
し
、
最
近
中
閣
の
孫
進
己
氏
が
、

(
却
〉

至
徳
の
後
に
慶
さ
れ
、
そ
の
後
貞
元
年
聞
に
復
置
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
が
南
史
料
を
最
も
無
理
な
く
解
せ
る
設
で

あ
ろ
う
。
ざ
す
れ
ば
、
貞
元
年
間
、
遼
東
は
唐
の
領
域
内
に
在
っ
て
安
東
都
護
府
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
遼
東
に
「
小
高
句
麗
園
」

が
在
っ
た
と
す
る
見
解
に
は
必
然
的
に
疑
問
符
が
附
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

「
小
高
句
麗
園
」
の
領
域
を
記
す
と
さ
れ
る
『
新
唐
書
』
地
理
志
七
下
の
「
安
東
都
督
府
」
僚
を
検
討
し
よ
う
。
寅
は
こ
の
「
都
督

〈

幻

)

「
都
督
府
」
と
す
る
の
は
わ
ず
か
に
明
代
の
南
監
本
・
北
監
本
だ
け
で
、
主
要
な
テ
キ
ス
ト
は
全
て
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府
」
に
は
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
が
あ
る
。

「
都
謹
府
」
な
の
で
あ
る
。
日
野
氏
、
が
ど
ち
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
見
た
か
は
不
明
だ
が
、
南
テ
キ
ス
ト
と
も
誤
り
が
多
く
、
成
立
過
程
か
ら
見
て

(

沼

〉

、

も
特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
依
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
。
か
か
る
理
由
が
見
嘗
ら
な
い
以
上
、
こ
こ
は
「
都
護
府
」
が
正
し
い
。
と
す
れ

「
安
東
都
督
府
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
、
領
域
等
の
考
謹
は
全
て
無
数
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
天
費
年
聞
の
遼
東
は
安

ば東
都
護
府
の
管
下
に
在
っ
て
、

「
小
高
句
麗
園
」

H
H
安
東
都
督
府
な
る
政
権
は
嘗
時
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

「
小
高
句
麗
闇
」
を
指
す
と
さ
れ
る
諸
史
料
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
か
ら
日
野
氏
の
説
く
よ
う
な
「
小
高
句
麗
園
」
の
存
在

を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
導
き
出
せ
た
の
は
、
開
元
・
天
費
・
貞
元
期
等
は
、
唐
が
遼
東
を
明
確
に
自
園
領
と
認
識
し
て

(

お

)

い
る
事
貫
の
方
で
あ
っ
た
。
唐
側
の
認
識
だ
け
で
、
遼
東
地
匝
に
貫
質
的
な
政
権
が
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
推
測
を
否
定
し
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
逆
に
日
野
氏
が
そ
れ
を
想
定
し
た
根
擦
が
否
定
さ
れ
た
以
上
、
二
二

0
年
聞
に
及
ぶ
遼
東
の
政
権
H

「
小
高
句
麗
園
」
を

213 

肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
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で
は
、

「
小
高
句
麗
園
」

が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
従
来
そ
の
建
園
と
解
さ
れ
て
き
た
聖
暦
二
年
の
高
徳
武
遼
東
遣
還
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

四

七
世
紀
末
の
遼
東
情
勢

l 

秋
仁
傑
「
昔
前
抜
安
東
表
」
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

高
徳
武
の
遼
東
遣
還
を
考
え
る
に
蛍
っ
て
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、

そ
の
前
後
の
事
責
闘
係
の
再
検
討
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
秋

仁
傑
の

「
請
抜
安
東
表
」

(
上
表
日
)
の
理
解
で
あ
る
。

貫
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
封
し
津
田
氏
は
、
上
表

E
は

安
東
都
護
府
の
鹿
止
と
高
氏
君
長
の
遼
東
遣
還
を
要
請
す
る
も
の
と
理
解
し
た
う
え
で
、
安
東
都
護
府
が
既
に
聖
暦
元
年
六
月
に
廃
止
さ
れ
た

史
料
に
よ
れ
ば

上
表

E
は
聖
暦
二
年
(
六
九
九
〉
に
上
ら
れ
た
が、
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事
質
に
着
目
し
、

そ
し
て
『
奮
唐
書
』
秋
仁
傑
俸
が
神
功
元
年
(
六
九
七
〉
の
上
表

I
に
績
け
て
上
表

E
の

要
約
を
載
せ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
期
の
上
表
と
解
し
、
神
功
元
年
の
献
策
は
た
だ
ち
に
貫
行
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
翌
聖
暦
元
年
に
決
定
さ
れ

(
U
A
)
 

た
と
推
断
さ
れ
た
。
日
野
氏
も
こ
れ
を
踏
襲
し
、

史
料
の
年
衣
は
誤
り
と
さ
れ
る
。

た
だ
、
閏
十
月
甲
寅
僚
に
掲
載
さ
れ
て
レ
る
の
は
上
表

i
で
、
上
表

E
は
『
逼
鑑
』
に
は
見
嘗
ら
ず
、

『
通
鑑
』
巻
二

O
六
に
よ
り
上
表

E
は
紳
功
元
年
間
十
月
と
さ
れ
た
(
前
掲
書
一

O
六
頁
)
。

(
お
)

日
野
氏
に
は
誤
解
が
あ
る
。

津
田
・
日
野
南
氏
の
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

上
表

E
の
「
醇
前
を
罷
め
て
、
安
東
鎮
を
麗
し
」
を
、

「
安
東
都
護
醇
前
を
罷
売
し
て
、
安
東

〈

お

〉

ま
ず
長
害
時
二
年
(
六
九
三
〉
以
前
に
藍
田
牒
令
と
な
っ
て
い
る
。

都
謹
府
を
鹿
止
し
」
と
解
す
る
黙
に
あ
る
。
そ
こ
で
醇
簡
の
経
歴
を
追
う
と
、

つ
い
で
神
功
元
年
二
月
、
契
丹
の
遼
東
侵
攻
に
針
抗
す
る
た
め
、
清
遊
道
行
軍
大
組
管
武
依
宜
の
命
で
、
中
郎
絡
を
帯
し
て
五
菌
の
兵
を
率
い

(
幻
〉

て
遼
東

へ
渡
海
す
る
こ
と
に
な
る
(
『
陳
伯
玉
文
集
』
巻

一
O
「
震
建
安
王
輿
遼
東
書
」
)
。
聖
暦
元
年
八
月
に
突
販
が
河
北
に
侵
入
す
る
と
、

武
后
は

翌
九
月
に
皇
太
子
を
河
北
道
行
軍
元
帥
、
秋
仁
傑
を
同
副
元
帥
と
し
て
こ
れ
に
嘗
ら
せ
る
と
と
も
に
、
醇
前
を
抜
擢
し
て
左
威
衛
将
軍
・
安
東



道
経
略
使
に
任
命
す
る
。
出
征
に
嘗
り
欝
前
は
武
后
に
謁
見
し
て
お
り
、
彼
が
紳
功
元
年
九
月
の
契
丹
卒
定
後
に
洛
陽
に
一
旦
戻
っ
て
い
た
こ

と
は
確
寅
で
あ
る
(
『
遁
鑑
』
径
二

O
六
・
聖
暦
元
年
九
月
戊
寅
篠
)
。

神
功
元
年
間
十
月
に
酵
諦
が
遼
東
に
居
た
可
能
性
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
正
六
品
上
の
藍
田
牒
令
か
ら
一
足
飛
び
に
正
三
品
の
安
東
都

護
も
し
く
は
従
四
品
下
の
副
都
護
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
後
「
擢
さ
れ
て
」
左
威
衛
賂
寧
・
安
東
道
経
略
使
と
な
っ
た
こ
と

も
、
こ
の
推
定
を
裏
附
け
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
欝
前
と
は
別
に
安
東
都
護
が
居
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
上
表

E
を
こ
の
時
期
と
断
ず
る
に
は
た

め
ら
い
を
感
じ
る
。

で
は
、
上
表

E
を
史
料
通
り
に
聖
暦
二
年
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
醇
前
が
聖
暦
元
年
九
月
に
任
命
さ
れ
た
安
東
道
経
略

使
の
安
東
道
と
い
う
作
戦
方
面
は
、
河
北
と
遼
東
の
ど
ち
ら
か
に
設
定
さ
れ
た
と
考
え
得
る
が
、
河
北
に
は
同
時
に
河
北
道
が
設
定
さ
れ
た
か

ら
、
遼
東
の
可
能
性
し
か
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
こ
の
時
遼
東
に
遠
征
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
遠
征
の
終
了
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
久
親
元
年

(七
O
O〉
七
月
三
日
の
張
読
「
諌
避
暑
三
陽
宮
疏
」
の
「
安
東
近
ご
ろ
卒
ら
ぎ
、
鞍
漕
方
め
て
始
ま
る
」
(
『
唐
曾
要
』
重
一
一

o
=一
陽
宮
、
『
奮
唐

書
』
巻
九
七
張
設
俸
等
〉
に
一
該
賞
す
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
聖
暦
二
年
に
醇
前
が
唐
軍
の
最
高
司
令
官
と
し
て
遼
東
に
居
た
こ
と
は
確
買
な
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の
で
あ
る
。
ま
た
、
経
略
使
は
そ
の
方
面
の
軍
鎮
・
軍
国
を
統
轄
す
る
か
ら
、
上
表

H
の
「
安
東
鎮
」
も
都
護
府
と
解
す
る
必
要
は
な
く
、
安

東
の
軍
鎖
あ
る
い
は
鎮
守
軍
の
意
と
解
し
得
る
。
ま
し
て
、
先
掲
の
『
通
典
』
州
郡
典
二
の
註
に
も
あ
る
よ
う
に
、
安
東
都
護
府
の
略
稿
は
通

常
「
安
東
府
」
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
意
こ
そ
が
安
嘗
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
上
表

E
を
史
料
通
り
聖
暦
二
年
と
解
し
て
も
問
題
は
な
い

(
お
〉

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
上
表

E
に
は
「
今
、
海
中
を
以
て
分
ち
て
商
運
と
属
す
に
、
風
波
漂
蕩
し
、
渡
溺
至
っ
て
多
く
、
兵
に
準
じ
て
糧
を
計
る
も
、
猶
お

足
ら
ざ
る
に
苦
し
む
」
(
『
通
典
』
高
句
麗
)
と
あ
り
、

そ
の
要
約
に
も
「
江
南
之
轄
織
を
停
め
、

河
北
之
傍
弊
を
慰
め
」
(
『
奮
唐
書
』
秋
仁
傑
停
〉

と
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
日
野
氏
は
、
安
東
都
護
府
へ
の
補
給
が
営
州
失
陥
に
よ
っ
て
陸
路
か
ら
海
路
に
な
り
、

そ
れ
に
よ
る
負
措
過
大
が
唐

の
都
護
府
麿
止
・

遼
東
放
棄
に
繋
っ
た
と
さ
れ
る
(
前
掲
書

二
八
J
九
頁
)
。
し
か
し
通
常
の
漫
寧
の
軍
糧
調
達
は
、
屯
田
・
営
団
や
迭
納
さ
れ
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(
泊
)

た
庸
調
布
吊
に
よ
る
和
雑
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
上
表

E
の
如
き
軍
糧
職
、迭
は
征
役
時
に
こ
そ
な
さ
れ
た
。

日
野
氏
は
、
紳
功
元
年
二
月
の
醇

一
前
遠
征
軍
に
劃
す
る
補
給
の
よ
う
に
も
書
い

て
い
る
が
(
前
掲
寄

一一一一一
貝)、

同
年
九
月
に
契
丹
は
卒
定
さ
れ

日
野
氏
が
上
表

E
の
年
次
と

さ
れ
た
閏
十
月
に
は
遠
征
軍
引
き
揚
げ
は
既
定
方
針
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
事
賞
辞
訴
は
都
へ
戻
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
文
は
上
表

E
の
主
張
に
と
っ
て
あ
ま
り
有
数
な
も
の
と
な
ら
な
い
。
閏
十
月
の
上
表

I
が
唐
兵
の
安
東
撤
退
に
言
及
し
な
が
ら
海
上
職
迭
の
現
肢
に
燭
れ

な
い

の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
述
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
秋
仁
傑
は
、

唐
に
投
降
し
た
契
丹
人
李
措
固
等
に
安
東
方
面
の
契
丹
徐

議
討
伐
を
さ
せ
る
よ
う
提
言
し
て
お
り
、
そ
れ
と
同
じ
時
に
海
上
織
、迭
の
困
難
さ
を
主
張
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
が
矛
盾
し
た
主
張
を
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
封
し
、
聖
暦
元
年
の
安
東
遠
征
軍
へ
の
補
給
朕
況
を
述
べ
る
の
が
右
の
一
文
と
解
せ
ば
、

ま
ず
問
題
は
生
じ
な
い
。
先

(
鈎
)

そ
の
軍
糧
職
選
の
大
き
さ
が
推
測
で
き
る
。

掲
の
張
説
の
上
疏
か
ら
も
、
安
東
卒
定
ま
で
都
へ
の
聡
漕
が
停
ま
っ
て
い
た
事
質
が
確
認
で
き
、

こ
の
一
文
も
、
上
表

E
を
聖
暦
二
年
と
す
る
解
穆
に
有
利
な
材
料
と
い
え
よ
う
。

以
上
よ
り
、
秋
仁
傑
の
上
表

E
は
聖
暦
二
年
の
も
の
で
、
醇
前
の
安
東
遠
征
の
中
止
、
安
東
の
軍
鎮
等
の
麿
止
、
高
氏
君
長
の
遼
東
遣
還
を
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主
張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2 

初
代
安
東
都
督
に
つ
い
て

初
代
の
安
東
都
督
で
あ
る
。
日
野
氏
は
、
聖
暦
元
年
六
月
の
安
東
都
護
府
慶
止
・

安
東
都
督
府
設
置
の
際
、
都
督

と
な
っ
た
の
は
高
賓
元
で
あ
る
と
す
る
。
明
言
す
る
史
料
は
な
い
が
、
官
同
費
元
の
遼
東
遣
還
決
定
と
同
年
で
あ
り
、
南
『
唐
書
』
高
麗
俸
の
安

も
う

一
つ
問
題
な
の
が
、

東
の
蓄
戸
を
統
べ
さ
せ
た
と
す
る
記
事
か
ら
も

「文
勢
よ
り
自
ら
そ
れ
と
察
せ
ら
れ
る
」

(
前
掲
書

一
O
四
頁
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
、
初
代
安
東
都
督
を
明
示
し
て
い
る
史
料
が
あ
る
。

『
唐
舎
要
』
巻
七
三
安
東
都
謹
府
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
に
は
テ
キ
ス
ト

に
よ
る
相
異
が
あ
る
。
殿
版
を
始
め
と
す
る
そ
の
通
行
本
は

聖
暦
元
年
六
月
三
十
日
に
至
り
、
安
東
都
護
府
を
改
め
て
安
東
都
督
府
と
篤
し
、
右
武
衛
大
将
軍
高
徳
武
を
以
て
都
督
と
震
す
。
(
傍
黙
は



筆
者
)

と
す
る
が
、
高
徳
武
の
都
督
就
任
は
他
の
諸
史
料
に
よ
っ
て
翌
二
年
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
の
で
、
従
来
よ
り
誤
り
と
し
て
無
視
さ
れ
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
、
蓋
北
の
園
立
中
央
園
書
館
臓
の
二
抄
本
及
び
東
京
の
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
抄
本
は
、
傍
貼
部
を
「
右
武
威
衛
大
将
軍
高
仇
須
」

(

紅

〉

に
作
る
。
ま
た
、
南
宋
末
の
王
鷹
麟
『
玉
海
』
巻
一
三
三
官
制
・
属
園
都
護
都
督
・
唐
安
東
上
都
護
府
僚
の
「
聖
暦
元
年
六
月
三
十
日
、
名
を

に
附
さ
れ
た
註
に
も

「高
仇
須
を
以
て
都
督
と
す
」
と
あ
る
。

安
東
都
督
府
と
更
む
」

『
玉
海
』
の
こ
の
僚
の
冒
頭
に
は
、

『
新
唐
書
』
地
理

士
山
と
『
遁
鑑
』

・
『
唐
曾
要
』
に
依
っ
た
候
文
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
二
者
に
は
高
仇
須
は
登
場
し
な
い
の
で
、
こ
れ
は
『
唐

舎
要
』
に
基
づ
く
註
と
断
定
し
得
る
。
本
来
の
『
唐
曾
要
』
に
は
「
高
徳
武
」
で
は
な
く
「
高
仇
須
」
と
在
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
高
仇
須
は
、
『
陳
伯
玉
文
集
』
巻
四
「
篤
建
安
王
破
賊
表
」
及
び
同
巻
一

O
「
震
建
安
王
輿
遼
東
霊
園
」
に
登
場
す
る
遼
東
州
都
督
高
仇

(
幻
)

須
の
こ
と
で
あ
り
、
寓
歳
遁
天
一
・
二
年
の
交
に
遼
東
へ
侵
攻
し
た
契
丹
を
撃
破
し
た
遼
東
高
句
麗
人
の
在
地
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
き
す
れ

ば
、
聖
暦
元
年
に
唐
が
構
想
し
た
安
東
政
策
と
は
、
高
賓
元
一
人
を
遼
東
に
涯
遣
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
高
句
麗
正
統
君
長
で
あ
る
忠

誠
園
王
高
賓
元
と
在
地
買
力
者
で
あ
る
安
東
都
督
高
仇
須
の
コ
ン
ピ
に
よ
る
遼
東
高
句
麗
人
統
治
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

- 43ー

で
は
、
何
故
か
か
る
形
態
を
採
っ
た
の
か
。
唐
は
儀
鳳
二
年
〈
六
七
七
)
に
元
高
句
麗
王
高
臓
を
朝
鮮
郡
王

・
遼
東
都
督
と
し
て
遼
東
へ
涯

遣
し
、
親
唐
政
権
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
は
、
親
唐
涯
の
泉
男
生
が
一
種
の
目
附
役
と
し
て
同
行
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
高
臓
は
綜
鞠
と
結
ん
で
謀
妓
を
企
て
、
配
流
さ
れ
た
(
雨
『
唐
書
』
高
麗
俸
、

「泉
男
生
墓
誌
」
等)。

こ
の
よ
う
な
親
唐
政
権
の

育
成
に
は
、
常
に
唐
か
ら
の
離
反
の
危
険
性
が
伴
う
。
聖
暦
元
年
の
場
合
、
そ
の
危
険
性
は
長
く
故
郷
を
離
れ
て
都
に
居
住
し
て
い
た
君
長
高

賓
元
よ
り
も
、
在
地
リ
ー
ダ
ー
高
仇
須
の
方
に
在
る
。
ま
し
て
嘗
時
は
、
突
蕨

・
契
丹
を
始
め
、
唐
の
麗
紳
の
下
に
在
っ
た
周
進
諸
民
族
が
在

(
お
)

地
の
貫
力
者
を
中
心
に
し
て
唐
か
ら
離
反
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
高
仇
須
の
安
東
都
督
就
任
に
は
功
賞
的
要
素
が
強
い
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
名
貧
と
も
に
遼
東
高
句
麗
人
の
ト
ッ
プ
に
立
ち
、
彼
に
擢
力
・
擢
威
が
集
中
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
唐
が
好
ま

し
い
と
考
え
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
資
元
の
忠
誠
園
王
加
封
・
遼
東
遣
還
を
セ
y
ト
に
し
、
彼
を
高
仇
須
の
上
に
立
て
て
牽
制
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さ
せ

そ
の
権
力
・
権
威
の
分
散
を
計
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

3 

契
丹
徐
黛
の
卒
定

前
二
節
の
考
謹
に
よ
り
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
事
買
が
修
正
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
高
徳
武
の
遼
東
遣
還
を
再
考
す
る
前
に
、
今
少
し

嘗
時
の
遼
東
情
勢
を
明
瞭
に
し
て
お
き
た
い
。

高
歳
通
天
元
年
(
六
九
六
)
五
月
、

契
丹
の
李
壷
忠
・
孫
寓
築
は
唐
に
叛
旗
を
翻
し
、

管
州
を
落
す
。
彼
ら
は
八
月
に
唐
の
征
討
軍
を
撃
破

す
る
と
、
そ
の
鋒
先
を
東
に
轄
じ
て
遼
東
に
侵
攻
、
安
東
都
護
府
を
園
ん
だ
(
『
遁
鑑
』
巻
二

O
五
・
高
裁
逼
天
元
年
九
月
篠
)
。

だ
が
、
同
年
末
に
は
高
仇
須
ら
に
契
丹
は
大
敗
を
喫
し
、
翌
年
二
月
に
は
醇
前
の
率
い
る
唐
軍
が
遼
東
に
渡
海
上
陸
し
た
。
そ
の
後
も
遼
東
で

そ
の
顛
末
は
不
明

コ
ロ
同
慈
墓
誌
」
に
よ
れ
ば
、
五
月
一
一
一
二
日
に
磨
米
城
(
遼
陽
附
近
)
の
南
で
高
文
・
高
慈
父
子
が
戦
死
し
て
い
る
。

同
じ
頃
、
李
蚤
忠
渡
後
に
総
帥
と
な
っ
た
孫
高
築
が
河
北
に
侵
入
し
て
い
る
か
ら
、
遼
東
方
面
に
在
っ
た
の
は
契
丹
の
別
働
陵
で
、
お
そ
ら
く

孫
寓
築
の
死
後
は
突
阪
に
降
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
凱
に
乗
じ
、
大
酔
柴
・
乞
四
比
羽
に
率
い
ら
れ
た
高
句
麗
人
・
抹
鞠
人
が

(
引
叫
〉

自
立
を
企
て
て
管
州
か
ら
東
奔
し
、
現
在
の
吉
林
省
敦
化
附
近
に
擦
っ
た
。
神
功
元
年
六
月
、
河
北
で
は
契
丹
の
観
は
卒
定
さ
れ
た
が
、
遼
東

方
面
は
未
だ
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
遼
東
方
面
に
居
た
こ
れ
ら
契
丹
徐
黛
の
卒
定
こ
そ
が
、
次
の
唐
の
課
題
と
な
る
。

は
戦
闘
が
績
い
た
よ
う
で
、
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こ
の
課
題
を
遂
行
し
た
の
は
、
醇
前
の
遠
征
軍
で
は
な
く
、
孫
寓
柴
の
死
後
投
降
し
た
、
そ
の
持
李
措
固
・
賂
務
整
ら
で
あ
る
。
契
丹
の
観

れ
た
(
雨
『
唐
書
』
秋
仁
傑
停
、

『
通
鑑
』
巻
二

O
六
・
久
親
元
年
六
月
篠
)
。
彼
ら
の
征
討
載
が
遼
東
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、

さ
ら
に
官
を
輿
え
て
契
丹
徐
黛
討
伐
を
さ
せ
る
よ
う
奏
請
し
、
許
可
さ

(お〉

「
李
楢
洛
碑
」
に
、

後
の
善
後
策
の
中
心
を
捲
っ
て
い
た
秋
仁
傑
は
彼
ら
の
助
命
を
請
い
、

是
の
後
、
株
潟
を
鴨
緑
之
野
に
彊
し
、
林
胡
を
検
閲
之
外
に
覆
す
。

と
あ
り
、

ま
た
『
蓄
唐
書
』
巻
一
九
九
下
北
秋
停
溺
海
軟
弱
に
は
、
契
丹
の
観
を
契
機
に
管
州
か
ら
東
走
し
た
大
酔
築
ら
に
劃
し
、

則
天
、
右
玉
鈴
衛
大
将
軍
李
楢
固
に
命
じ
て
兵
を
率
い
て
其
の
徐
黛
を
討
た
し
め
、
先
づ
乞
四
比
羽
を
破
斬
し
、
叉
た
天
門
嶺
を
度
り
て



以
て
砕
楽
に
迫
る
。
一
昨
柴
、
高
麗
・
抹
褐
之
衆
を
合
し
て
以
て
楢
固
を
拒
み
、

中
、
自
立
し
て
振
園
王
と
篤
り
、
遣
使
し
て
突
蕨
に
逼
ず
。

王
師
大
敗
し
、
楢
固
身
を
脱
し
て
還
る
。

(
中
略
)
、
聖
暦

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
出
護
時
期
は
、
徐
黛
討
伐
で
あ
る
以
上
嘗
然
観
卒
定
直
後
と
推
測
さ
れ
、
李
措
固
撃
破
後
に
大
酔
築

が
溺
海
の
前
身
振
圏
を
建
国
し
た
の
が
聖
暦
元
年
中
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と
も
彼
ら
は
同
年
前
牢
に
は
遼
東
に
居
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
、
醇
前
は
彼
ら
と
交
替
で
都
へ
戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
凱
旋
し
、

洛
陽
郊
外
、
三
陽
宮
の
合
橿
般
に
倖
を
献
じ
た
の
は
、
久
親
元
年

(七
O
O〉
七

月

で

あ

る

。

喜

ん

だ

武

后

は

、

姓

武

氏

を

も

賜

わ

っ

た

(

『

遁

鑑

』

巻

二

O
七
)
。
同
月

李
措
固
に
官
簡
を
輿
え
た
だ
け
で
な
く
、

の
張
読
「
諌
避
暑
三
陽
宮
疏
」
に
「
安
東
近
ご
ろ
卒
ら
ぎ
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
に
封
麿
す
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
聖
暦
元
年
九
月
の
醇
前
の
安
東
遠
征
と
の
関
係
で
あ
る
。
同
一
地
域
で
の
軍
事
行
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
征
討

封
象
も
同
じ
で
、
連
動
し
て
作
戦
に
嘗
っ
た
と
見
て
よ
く
、
醇
謂
の
遠
征
終
了
も
久
硯
元
年
七
月
の
少
し
前
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
開
始
時
期
は

(
お
)

李
措
固
の
方
が
数
箇
月
早
く
、
醇
前
の
遠
征
に
は
李
楢
固
ら
へ
の
本
格
的
な
増
涯
・
支
援
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
買
で
あ
る
。
問
題

な
の
は
、
何
故
そ
れ
が
聖
暦
元
年
九
月
だ
っ
た
か
で
あ
る
。
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解
答
の
鍵
は
、
醇
一嗣
の
安
東
道
経
略
使
任
命
と
秋
仁
傑
の
河
北
道
副
元
帥
任
命
が
同
日
と
い
う
軸
'に
あ
る
。

六
月
、
武
后
は
武
延
秀
を
突
欧
へ
行
か
せ
、
賦
畷
可
汗
の
娘
を
安
ら
せ
て
和
親
し
よ
う
と
し
た
が
、
八
月
に
突
販
の
黒
沙
南
庭
に
至
る
と
、
黙

『、通
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年

畷
可
汗
に

我
れ
女
を
以
て
李
氏
に
嫁
さ
ん
と
欲
す

P

安
ん
ぞ
武
氏
の
児
を
用
い
ん
や
。
此
れ
査
に
天
子
之
子
な
ら
ん
や
。

と
断
わ
ら
れ
た
う
え
、
李
氏
擁
立
を
口
貫
と
す
る
河
北
侵
攻
を
受
け
る
。
武
后
は
こ
れ
に
封
抗
す
べ
く
、
庫
陵
王
李
願
を
九
月
壬
申
(
一
五
日
)

(
幻
)

に
皇
太
子
に
し、

て
秋
仁
傑
を
副
元
帥
に
任
命
す
る
の
で
あ
る
。

甲
民
(
一
七
日
)
に
河
北
道
行
軍
元
帥
に
任
命
し
て
突
蕨
を
討
た
せ
た
。

つ
ま
り
、
聖
暦
元
年
九
月
と
は
武
后
が
突
蕨
に
劃
し
て
本
格
的
な
反
撃
を
考
え
た
時
期
な
の
で

そ
し
て
戊
寅
(
一
二
日
)
、

事
貧
上
の
司
令
官
と
し

219 
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こ
こ
で
遼
東
に
目
を
輔
じ
る
と
、
李
楢
固
が
征
討
し
て
い
る
契
丹
と
大
枠
築
が
と
も
に
突
蕨
陣
営
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
。
ま
た
、

高
徳
武
が
安
東
都
督
と
な
っ
た
後
「
突
蕨
及
び
抹
輯
等
に
分
投
し
」

(
『
沓
唐
書
』
高
麗
惇
)
た
者
が
い
た
こ
と
は
、
遼
東
高
句
麗
人
の
中
に
も

親
突
蕨

・
反
唐
分
子
が
レ
た
こ
と
を
物
語
る
。
突
阪
の
勢
力
が
深
く
遼
東
方
面
に
及
ん
で
い
た
と
見
て
大
過
な
い
。
と
す
れ
ば
、
藤
謂
の
安
東

遠
征
と
は
基
本
的
に
封
突
欧
策
で
あ
り
、
そ
の
攻
勢
に
劃
抗
し
て
早
急
に
遼
東
の
突
阪
輿
議
を
一
掃
す
る
た
め
、
李
棺
固
ら
へ
挺
子
入
れ
を
行

な
っ
た
も
の
と
解
せ
よ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
安
東
卒
定
戦
は
営
州
の
奪
回
も
大
枠
築
の
打
倒
も
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
搭
固
は
凱
旋
し
て
武
后
は

そ
れ
を
大
い
に
喜
び
、
張
設
も
安
東
卒
定
と
記
す
ほ
ど
大
成
功
を
牧
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
二
課
題
を
残
し
て
さ
え

大
成
功
と
い
い
得
る
ほ
ど
、
遠
征
嘗
初
の
遼
東
情
勢
が
悪
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
突
蕨
の
攻
勢
に
劃
し
て
安
東
遠
征
が
必
要
と
さ
れ
た

背
景
に
は
、

か
か
る
切
迫
し
た
朕
況
が
在
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
李
楢
固
の
大
枠
築
討
滅
の
失
敗
が
関
係
す
る
可
能
性

も
強
い
。
こ
の
朕
況
が
聖
暦
元
年
九
月
の
醇
前
の
遠
征
に
よ
っ
て
祭
化
し
、
久
親
元
年
七
月
以
前
に
安
定
化
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
遼
東
に
お
け
る
契
丹
除
黛
卒
定
戦
は
二
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
紳
功
元
年
末
の
李
楢
回
送
り
込
み
か
ら
翌
年
九
月
の
醇

- 46ー

前
の
遠
征
ま
で
と
、

そ
こ
か
ら
久
覗
元
年
七
月
以
前
の
卒
定
ま
で
で
あ
る
。
そ
し
て
秋
仁
傑
の
上
表

I
、
安
東
都
護
府
の
降
格
、
高
賓
元
の
遼

東
遣
還
計
量
は
そ
の
前
期
に
、
上
表

E
と
高
徳
武
の
遼
東
遣
還
は
後
期
に
属
す
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
入
れ
て
各
施
策
の
意
味
は
考
察
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
徳
武
の
遼
東
遺
還
は
、
唐
の
安
東
卒
定
戦
の
最
中
で
あ
る
以
上
、

日
野
氏
の
よ
う
に
遼
東
統
治
権
の
委
譲
・
唐
の
遼
東

放
棄
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

で
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
節
を
改
め
、

七
世
紀
末
の
唐
の
針
外
政
策
全
僅
と
の
関
係
で
安
東
政
策
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
答
え
を
導
き
出
し
て
み
よ
う
。

4 

七
世
紀
末
の
封
外
政
策
と
安
東
問
題

武
后
期
は
、
強
大
化
す
る
突
蕨
・
吐
蕃
と
の
封
抗
上
、
港
一境
各
地
に
次
々
と
軍
鎖
が
布
設
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
特
に
西
方
で
は
、
長
霧
元



年
(
六
九
二
〉
か
ら
延
載
元
年
(
六
九
四
)
に
吐
蕃
を
撃
破
し
て
安
西
四
銀
を
手
中
に
牧
め
、

(
お
)

さ
せ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
軍
事
負
携
の
増
大
を
導
き
、
そ
れ
が
園
力
を
歴
迫
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
安
西
四
鎮
か
ら
撤
兵
し
、
か
わ
り

に
西
突
販
の
君
長
阿
史
那
創
意
羅
を
、
迭
り
込
ん
で
統
治
さ
せ
よ
う
と
主
張
し
た
の
が
、
秋
仁
傑
の
上
表
ー
で
あ
り
、
こ
の
持
論
の
安
東
版
が
上

表

E
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
上
表
は
、
「
事
行
な
わ
れ
ず
と
難
も
、
識
者
之
を
是
と
す
」
〈
『
奮
唐
書
』
狭
仁
傑
俸
)
と
あ
る
よ
う
に
大
方
の
意
見
で

(
拘
)

あ
っ
た
ら
し
く
、
他
に
も
神
功
元
年
〈
六
九
七
)
閏
十
月
の
張
東
之
「
請
罷
挑
州
屯
成
表
」
に
西
南
経
営
の
接
結
挑
州
都
督
府
と
櫨
南
諸
鎮
の

慶
止
・
撤
牧
案
と
い
う
同
類
の
主
張
が
見
え
る
。

亀
蕊
に
安
西
都
護
府
を
置
い
て
三
寓
の
兵
を
常
駐

こ
れ
に
劃
し
、
軍
事
的
な
重
要
性
か
ら
撤
牧
に
反
則
到
す
る
主
張
も
見
ら
れ
る
。
秋
仁
傑
上
表
ー
へ
の
反
論
で
あ
る
雀
融
「
抜
四
鎮
議
」

曾
要
』
倉
七
三
安
西
都
護
府
〉
や
、
吐
蕃
が
和
議
の
篠
件
と
し
て
安
西
四
鎮
撤
牧
を
提
案
し
た
際
に
そ
の
ま
ま
従
う
べ
き
で
な
い
と
し
た
郭
元
振

「
論
去
四
鎮
兵
疏
」
(
『
替
唐
書
』
巻
九
七
郭
元
振
停
〉
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
武
后
も
こ
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
秋
仁
傑
・
張
東
之
の
上
表
は
採

用
し
な
い
が
、
郭
元
振
の
見
解
は
こ
れ
を
然
り
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
貫
際
の
安
西
・
西
南
政
策
は
軍
鎮
維
持
の
方
向
で
行
な
わ
れ
た
。

た
だ
安
西
政
策
で
は
、
秋
仁
傑
上
表

I
の
君
長
送
り
込
み
策
の
部
分
だ
け
が
、
後
に
採
用
さ
れ
た
。
聖
暦
三
年
臨
月
庚
寅
ハ
七
O
O年
一
月
五

日
〉
の
西
突
厭
喝
忠
事
主
可
汗
阿
史
那
餅
窓
羅
を
卒
西
軍
大
組
管
と
し
て
砕
葉
鎮
に
波
遣
し
た
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
内
藤
み
ど
り
氏
は
、
こ

の
涯
遣
が
、
東
突
販
の
黙
畷
可
汗
が
西
突
厭
部
を
侵
略
し
て
聖
暦
二
年
に
拓
西
可
汗
を
立
て
た
こ
と
へ
の
封
抗
策
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

れ
に
績
け
て
、
「
唐
朝
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
西
突
厭
部
へ
の
東
突
厩
の
侵
略
を
阻
止
し
、
西
突
腰
部
に
劃
す
る
影
響
力
を
、
で
き
る
限
り
出

費
を
抑
え
な
が
ら
、
保
持
し
よ
う
と
望
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
嘗
時
の
西
突
原
部
内
で
勢
力
を
伸
張
し
つ
つ
あ
っ
た
突
騎
施
烏

『

唐
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質
勤
を
含
め
て
、
西
突
蕨
部
の
安
定
を
圃
り
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
探
し
た
時
に
、
烏
質
勤
の
主
君
で
あ
っ
た
正
統
可
汗
家
の
阿
史
那

餅
意
羅
以
外
の
適
格
者
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
唐
朝
は
、
あ
く
ま
で
唐
勢
力
と
し
て
〈
卒
西
軍
大
綿
管
〉
の
名

稽
を
輿
え
、
砕
葉
鎮
に
餅
震
羅
を
迭
り
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
(
註
(

7

)

著
書
三
二
0
1
一
頁
)
と
述
べ
て
い
る

3

ま
た
卒
西
軍
を

蕃
漢
合
同
軍
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
後
起
っ
た
阿
悉
吉
薄
露
の
観
に
嘗
っ
て
回
揚
名
ら
の
唐
軍
が
砕
葉
鎮
に
増
)
概
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
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る
。
こ
の
事
件
は
、
安
東
問
題
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
で
は
、
以
上
の
整
理
を
踏
ま
え
て
嘗
時
の
安
東
政
策
の
推
移
を
考

え
て
み
よ
う
。

契
丹
の
凱
卒
定
後
、
政
治
の
中
心
を
捲
っ
た
の
は
秋
仁
傑
で
あ
る
。
彼
は
持
論
通
り
、
軍
事
的
な
諸
負
捨
を
軽
減
す
る
方
向
で
安
東
政
策
を

立
案
す
る
。
上
表

I
に
盛
り
込
ま
れ
た
安
東
撤
兵
案
や
契
丹
降
婚
李
措
固
に
よ
る
契
丹
齢
議
討
伐
策
の
奏
請
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
安
東

都
議
府
降
格
・
高
賀
元
遣
還
に
よ
る
遼
東
親
唐
政
権
樹
立
策
も
、
史
料
に
明
言
は
な
い
が
、
彼
の
立
案
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
突
欧
が
契
丹
を
臣

腐
さ
せ
て
東
方
へ
勢
力
を
伸
長
さ
せ
る
情
勢
下
、
武
后
が
そ
の
持
論
を
曲
げ
て
ま
で
安
東
撤
兵
を
承
知
す
る
は
ず
は
な
く
、
こ
れ
は
却
下
さ
れ

た
。
ま
た
遼
東
の
親
唐
政
権
に
も
細
心
の
注
意
が
携
わ
れ
、
先
述
の
よ
う
に
、
在
地
高
句
麗
人
の
リ
ー
ダ
ー
高
仇
須
を
安
東
都
督
と
は
す
る
も

の
の
、
全
権
は
興
え
ず
、
中
央
か
ら
正
統
君
長
官
同
質
元
を
迭
り
込
ん
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
。
あ
る
い
は
、
開
元
三
年
に
突
欧
か
ら

唐
へ
降
っ
た
高
文
簡
は
突
販
に
擁
立
さ
れ
た
高
麗
王
だ
が
、
先
掲
拓
西
可
汗
の
例
よ
り
す
れ
ば
、
そ
の
東
方
進
出
に
伴
つ
て
の
擁
立
で
あ
る
可
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能
性
も
十
分
考
え
得
る
。
高
賓
元
を
忠
誠
園
王
に
加
封
し
て
遼
東
へ
迭
っ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
へ
の
封
抗
と
い
う
側
面
が
在
っ
た
か
も
し
れ
な

し、。
し
か
し
遼
東
情
勢
は
決
第
に
悪
化
し
、
李
楢
固
ら
は
大
酔
築
に
敗
れ
て
契
丹
徐
黛
卒
定
は
進
展
せ
ず
、

っ
て
い
っ
た
。
聖
暦
元
年
八
月
、
突
蕨
が
河
北
に
侵
入
す
る
と
、
唐
は
本
格
的
な
反
墜
を
計
重
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
遼
東
方
面
の
突
厭
勢
力

一
方
突
販
の
勢
力
抜
大
は
顛
著
に
な

の
早
急
な
る
一
掃
を
狙
い
、
醇
訴
に
安
東
遠
征
を
命
じ
る
。
こ
れ
は
秋
仁
傑
の
立
て
た
方
針
の
中
断
で
あ
り
、
吉
岡
賓
元
の
遼
東
遣
還
が
質
現
し

な
か
っ
た
の
は
こ
の
方
針
轄
換
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

こ
の
河
北
侵
攻
後
、
突
肢
の
侵
攻
は
し
ば
ら
く
止
み
、
ま
た
唐
も
武
騎
圏
を
河
北
・
河
南
に
設
置
す
る
等
、
突
欧
防
備
を
固
め
る
。
こ
の
情

勢
下
で
、
秋
仁
傑
が
安
東
問
題
に
闘
し
て
従
来
の
方
針
に
戻
る
よ
う
求
め
た
の
が
、
上
表

E
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
却
下
さ
れ
、
蒔
前
の

遠
征
は
縫
躍
し
、
高
句
麗
君
長
高
賓
元
の
遼
東
遁
還
は
貫
現
し
な
か
っ
た
。
か
わ
り
に
行
な
わ
れ
た
の
が
、
賓
元
の
お
じ
徳
武
の
安
東
都
督
任

命
・
遼
東
涯
遣
で
あ
る
。
注
一
意
す
べ
き
は
、
彼
が
血
統
と
し
て
傍
系
で
、
正
統
君
長
た
る
加
封
競
も
有
し
て
い
な
い
思
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は



君
長
と
し
て
遼
東
へ
涯
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
君
長
賓
元
は
都
に
居
り
、
彼
は
あ
く
ま
で
唐
の
官
僚
安
東
都
督
と
し
て
前
任
の
在
地
リ
ー
ダ

ー
高
仇
須
に
か
わ
っ
て
赴
任
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
安
東
都
督
の
性
格
は
、
在
地
高
句
麗
人
勢
力
を
代
表
す
る
存
在
か
ら
、
唐
の
力
を
パ
ッ

ク
に
し
て
在
地
高
句
麗
人
を
統
治
す
る
存
在
へ
と
慶
賀
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
可
能
と
な
る
背
景
に
は
在
地
高
句
麗
人
勢
力
の
後
退
が
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
高
仇
須
の
死
、
あ
る
い
は
叛
飽
・
亡
命
等
も
十
分
想
定
さ
れ
得
る
。
そ
の
勢
力
後
退
ゆ
え
に
、
わ
ざ
わ
ざ
君
長
高
賓
元
を
涯

遣
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
醇
前
ら
唐
寧
の
力
を
背
景
に
、
高
徳
武
は
遼
東
入
り
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

久
親
元
年
七
月
以
前
に
安
東
は
一
躍
卒
定
さ
れ
、
辞
謂
ら
の
遠
征
は
終
了
す
る
。
そ
の
遠
征
軍
の
大
字
は
、
遼
東
へ
の
軍
糧
補
給
が
終
わ
っ

て
京
師
へ
の
漕
運
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
引
き
揚
げ
た
と
剣
断
で
き
る
。
た
だ
、
嘗
時
の
封
外
政
策
全
韓
か
ら
考
え
る
と
、
遼
東
か

ら
の
完
全
撤
牧
は
考
え
難
い
。
遼
東
方
面
の
軍
鎮
で
そ
の
後
の
存
在
を
確
認
で
き
る
も
の
は
、
ベ
リ
オ
将
来
敦
埠
漢
文
文
献
の
一
つ
で
あ
る
開

元
水
部
式
残
簡
〈
p
・
二
五
O
七
〉
に
見
え
る
遼
東
半
島
最
南
端
の
都
里
鎮
だ
け
で
あ
る
が
、
嘗
初
の
安
東
都
督
府
下
に
は
、
砕
葉
鎮
の
卒
西
軍

同
様
に
一
定
の
唐
兵
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
。

- 49ー

そ
の
後
の
高
徳
武
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
推
測
の
糸
口
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
藤
前
の
遠
征
時
と
同
名
の
安
東
道

と
い
う
作
戦
方
面
が
長
安
二
年
(
七
O
二
〉
十
二
月
に
設
置
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
幽
州
方
面
で
あ
り
(
『
通
鐙
』
袋
二
O
七
・
長
安
二
年
十
二
月
甲
午

僚
〉
、
紳
龍
元
年
(
七
O
五
〉
二
月
に
再
設
置
さ
れ
た
安
東
都
護
府
も
幽
州
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
東
方
の
前
線
が
遼
東
か
ら
幽
川
に
後
退
し
た
こ

と
を
意
味
し
、
遼
東
方
面
は
醇
前
ら
の
引
き
揚
げ
後
ま
も
な
く
唐
の
勢
力
圏
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
再
征
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
、
前
回
の
遠
征
が
高
負
措
だ
っ
た
こ
と
、
西
方
等
の
攻
防
で
唐
に
徐
力
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
等
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て

西
方
の
阿
史
那
餅
翠
羅
等
の
例
を
参
考
と
す
れ
ば
、
在
地
の
勢
力
に
追
い
出
さ
れ
、
都
へ
戻
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
安
嘗

高
徳
武
自
身
は
、

で
は
あ
る
ま
い
か
。

223 
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五

わ

り

お

以
上
の
考
察
よ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
小
高
句
麗
園
」
の
存
否
問
題
に
劃
す
る
筆
者
な
り
の
解
答
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
注
意
し
て
欲
し
い

の
は
、
筆
者
は
八
・
九
世
紀
の
遼
東
に
高
句
麗
人
が
居
住
し
て
一
定
の
勢
力
を
有
し
た
こ
と
自
瞳
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
景
龍
四
年
(
七
一

O
)
と
元
和
二
二
年
(
八
一
八
〉
の
高
麗
遣
使
は
彼
ら
と
考
え
て
問
題
あ
る
ま
い
。

し
か
し
そ
れ
を

王
統

ぶ
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

の
し
っ
か
り
し
た
一
定
の
政
治
的
統
合
瞳
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
反
射
な
の
で
あ
り
、
何
の
定
義
も
せ
ず
に
安
易
に
「
園
」
を
附
し
て
呼

七
世
紀
末
の
遼
東
情
勢
に
閲
し
て
は
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
黙
も
あ
っ
て
不
安
は
残
る
が
、
そ
れ
で
も
か
な
り
明
確
に
で
き
た
も

の
と
思
う
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
に
績
け
て
そ
の
後
の
遼
東
地
匝
の
動
向
を
論
ず
べ
き
だ
が
、
未
だ
準
備
が
十
分
で
な
く
、
ま
た
預
定
の
紙
数

も
蓋
き
た
の
で
、
別
に
論
じ
る
こ
と
を
約
束
し
、
筆
を
摺
く
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、

註(
1
〉
〈
日
野
開
三
郎
東
洋
史
拳
論
集
〉
八
、
三
一
世
一
回
一
房
、
一
九
八
四
。
も

と
の
論
稿
は
『
史
淵
』
六
一
ニ
l
一
O
九
(
一
九
五
四
J
七
二
〉
に
一
七

回
に
亙
っ
て
断
綴
的
に
掲
載
さ
れ
た
。
詳
細
は
木
著
書
五
九
三
J
四
頁

参
照
。

(

2

)

「
小
高
句
麗
園
」
の
存
在
を
肯
定
的
に
扱
う
論
稿
に
は
、
井
上
秀
雄

「
統
一
新
羅
と
溺
海
」
(
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
二
、
同
朋
舎
、

一
九
八
三
)
、
河
内
良
弘
「
東
北
ア
ジ
ア
」
(
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入

門
』
四
、
同
朋
合
、
一
九
八
四
)
、
森
安
孝
夫
「
激
海
か
ら
契
丹
へ
」

〈
『
〈
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
〉
七
東
ア
ジ
ア
の

餐
貌
と
日
本
律
令
園
家
』
、
皐
生
位
、
一
九
八
二
。
た
だ
し
執
筆
は
一

- 50-

九
七
三
)
、
拙
稿
「
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
に
か
け
て
の
新
羅

・
唐

関
係

l
l新
羅
外
交
史
の
一
試
論
」
(
『
朝
鮮
皐
報
』
一

O
七
、
一
九
八

一
ニ
〉
等
が
あ
る
。
森
安
氏
は
そ
の
後
否
定
に
縛
じ
た
ら
し
く
、

「
チ
ベ

ッ
ト
語
史
料
中
に
現
わ
れ
る
北
方
民
族
1
1
0
H
N
C
'の
C
と
出
O
河」

(
『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
一
回
、
一
九
七
七
)
で
は
、

玄
口
問
自
己
問

H

穴
O
.
C
・-7
高
麗
を
「
小
高
句
麗
園
」
を
一
一
顧
だ
に
す
る
こ

と
な
く
溺
海
に
比
定
し
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
後
の
論
稿
で
は
、
「
小

高
句
麗
園
」
は
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。
な

お
、
河
内
論
稿
は
、
金
馬
渚
の
報
徳
園
を
論
じ
る
村
上
四
男
「
新
羅
と

小
高
句
麗
園
」
(
『
朝
鮮
皐
報
』
三
七
・
三
八
合
輯
、
一
九
六
六
)
を
誤
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っ
て
「
小
高
句
麗
園
」
の
論
稿
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
〔
補
〕

(
3
〉
林
天
蔚
・
責
約
葱
主
編
『
古
代
中
韓
日
関
係
研
究
|
|
中
古
史
研
討

舎
論
文
集
之
一
』
(
香
港
大
皐
亜
洲
研
究
中
心
、
一
九
八
七
)
一
一
一
一
J

二
六
頁
。

(
4
〉
金
子
修
一
「
唐
代
の
異
民
族
に
お
け
る
郡
王
競
に
つ
い
て
|
|
契

丹
・
笑
を
中
心
に
し
て
」
ハ
『
山
梨
大
翠
数
育
鼠
宇
部
研
究
報
告
』
一
一
一
六
、

一
九
八
六
)
に
は
、
郡
王
挽
授
奥
の
事
例
が
列
撃
さ
れ
、
そ
れ
が
内
属

し
て
唐
の
版
固
に
編
入
さ
れ
た
諸
族
に
用
い
ら
れ
、
王
続
・
園
王
貌
等

と
は
機
能
を
異
に
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

日
野
氏
は
、
高
磁
の
朝
鮮
郡
王
崩
封
が
彼
の
遼
東
遺
還
に
伴
う
措
置

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
賓
元
の
朝
鮮
郡
王
朋
封
に
も
同
様
の
意
味
が
あ

る
と
考
え
、
垂
扶
二
年
に
彼
の
遼
東
遺
還
計
萱
が
在
っ
た
と
見
る
(
前

掲
書
七
四
頁
)
。
し
か
し
亡
園
の
正
統
王
家
を
王
や
可
汗
に
燭
封
し
て

王
統
・
祭
犯
を
縫
承
さ
せ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
こ
の
場
合
も
、
高
裁

の
謀
叛
と
死
で
断
紹
さ
れ
た
高
句
麗
王
家
の
再
興
ま
で
は
い
え
て
も
、

遼
東
遺
還
ま
で
は
意
味
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(
6
〉
百
済
王
家
は
、
滅
亡
後
、
儀
鳳
二
年
(
六
七
七
)
に
扶
徐
隆
が
樽
方

郡
王
に
筋
封
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
本
園
へ
波
遣
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た

が
、
果
せ
ず
、
「
墓
誌
」
に
よ
れ
ば
永
淳
元
年
(
六
八
-
一
)
に
洛
陽
の

私
第
で
死
去
し
、
芭
山
清
善
里
に
葬
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
を
孫
の
敬

が
縫
製
し
た
。

ハ
7
〉
一
族
を
率
い
て
入
朝
し
て
い
た
阿
史
那
預
射
が
、
西
突
蕨
拙
陸
部
の

正
統
支
配
者
と
し
て
輿
昔
亡
可
汗
に
朋
封
さ
れ
た
の
は
、
田
駅
慶
二
年

(
六
五
七
〉
。
以
後
、
空
白
期
は
あ
る
が
、
子
元
慶
、
孫
献
と
こ
の
可

汗
蹴
を
蝿
幡
製
し
て
い
る
。
阿
史
那
献
は
、
唐
の
西
突
蕨
統
制
策
の
た

め
、
景
龍
二
年
(
七

O
八
〉
か
ら
十
姓
可
汗
・
北
庭
都
議
・
積
西
節
度

使
等
と
し
て
西
域
に
在
っ
た
が
、
開
元
七
年
(
七
一
九
)
頃
に
錦
朝

し
、
長
安
で
死
ん
だ
。
内
藤
み
ど
り
『
西
突
阪
史
の
研
究
』
(
早
稲
田

大
皐
出
版
部
、
一
九
八
八
)
、
斉
藤
逮
也
「
突
騎
施
の
撞
頭
と
唐
の
碑

葉
放
棄
に
つ
い
て
」
(
『
史
涌
』
一
一
一
、
一
九
九
一
)
参
照
。

(

8

)

左
賢
王
は
阿
史
那
枇
伽
特
動
の
子
孫
。
右
賢
王
は
歎
畷
可
汗
の
子
墨

特
動
か
そ
の
子
孫
。
阿
史
那
此
伽
特
動
は
、
そ
の
「
墓
誌
」
に
よ
れ

ば
、
開
元
三
年
(
七
一
五
)
に
そ
の
部
帳
を
率
い
て
唐
に
降
り
、
雲
麿

持
軍
を
奔
し
、
五
年
に
左
賢
王
に
改
封
さ
れ
、
一
二
年
に
死
ん
だ
。
右

賢
王
墨
特
動
は
、
『
元
亀
』
巻
九
八
六
外
医
部
征
討
五
・
開
元
六
年
二

月
篠
に
登
場
し
、

自
抜
子
鋭
、
頃
投
子
園
、
今
不
計
其
先
人
之
倍
、
復
加
以
右
賢
之

寵。

と
あ
る
。

(

9

)

「
唐
代
崩
封
制
一
斑
|
|
周
遁
諸
民
族
に
お
け
る
『
王
』
貌
と
『
圏

王
』
挽
」
(
『
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
園
家
と
農
民
』
、
山
川
出
版
社
、

一
九
八
四
三

(
問
〉
「
遼
の
遼
東
経
略
」
(
『
津
田
左
右
士
口
全
集
』
一
二
、
岩
波
書
広
、
一

九
七
四
。
原
載
は
『
漏
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
三
、
一
九
二
ハ
)
。

(
日
)
『
契
丹
的
東
北
政
策
|
|
契
丹
輿
高
麗
女
員
関
係
之
研
究
』
(
華
世

出
版
社
、
一
九
八
一
)
。

(
ロ
〉
酒
寄
雅
志
「
溺
海
の
園
競
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
朝
鮮
史
研
究
曾
曾

報
』
四
四
、
一
九
七
六
て
拙
稿
「
日
溺
交
渉
開
始
期
の
東
ア
ジ
ア
情

勢
|
|
激
海
針
日
通
交
開
始
要
因
の
再
検
討
」
(
『
朝
鮮
史
研
究
曾
論
文

集
』
一
一
一
一
一
、
一
九
八
六
〉
の
註
(
一
八
)
参
照
。

- 51ー
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ハ
日
)
石
井
正
敏
「
日
渇
交
渉
に
お
け
る
沿
海
高
句
麗
縫
承
園
意
識
に
つ
い

て
」
(
『
中
央
大
準
大
象
院
研
究
年
報
』
四
、
一
九
七
五
三

(

H

)

津
田
註
(
叩
)
論
文
、
池
内
宏
「
遼
代
混
同
江
考
」
(
『
減
鮮
史
研
究
』

中
世
第

一
般
、
吉
川
弘
文
館、

一
九
一
一
一
一
一
一
)
、
日
野
前
掲
書
三
八
六
J

七
頁
。

(
日
)
日
野
氏
は
、
本
文
で
検
討
す
る
史
料
以
外
に
、
『
元
範
』
巻
九
五
七

外
臣
部
園
邑
一
・
株
鞠
僚
の

綜
閥
在
高
麗
之
北
、
其
地
在
管
州
之
東
二
千
里
。

の
高
麗
を
「
小
高
句
麗
園
」
の
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
株
鴇
を
勧

海
の
こ
と
と
見
倣
し
、
諸
情
勢
か
ら
右
記
事
は
天
賓
初
年
以
後
の
吠
態

を
述
べ
た
も
の
と
す
る
(
前
掲
書
八
二
J
四
頁
)
。
し
か
し
「
綜
鴇
在

高
麗
之
北
」
の
一
文
は
、
『
陪
書
』
巻
四
六
東
夷
惇
綜
鞠
や
惰
代
の
綜

縞
情
勢
を
記
す
『
元
勉
』
品
位
九
五
九
外
臣
部
土
風
一
・
綜
縞
僚
に
在

り
、
そ
れ
以
下
は
『
醤
唐
書
』
溺
海
綜
縞
俸
や
『
元
勉
』
土
風
一
・
振

閣
僚
に
在
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
記
事
は
階
代
綜
鞠
と
唐
代
激
海
綜
絡

の
記
事
が
何
ら
か
の
錯
誤
で
接
合
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
小
高
句
麗
園
」
の
史
料
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

、U

(
日
山
〉
慶
一
雄
「
買
耽
の
地
理
書
と
道
里
記
の
穣
と
に
就
い
て
」
(
『
墜
史
朗
学

研
究
』
六
・
七
、
一
九
三
六
)
。

(
口
)
津
田
註
〈

ω)論
文
。

(
日
)
例
え
ば
、
『
繍
資
治
遁
鑑
長
編
』
巻
一
一
一
一
八
・
慶
暦
二
年
十
月
戊
辰

僚
、
同
巻
四
五
一
・
元
結
五
年
十
一
月
己
丑
係
、
蘇
紙
「
乞
禁
喬
放
過

外
園
吠
」
(
『
蘇
紙
文
集
』
倉
一
三
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
)
な
ど
。

ま
た
『
績
資
治
通
鐙
長
編
』
巻
二
八
九
・
元
堕
元
年
五
月
甲
申
僚
の
よ

う
に
高
麗
の
こ
と
を
新
羅
と
呼
ぶ
と
見
ら
れ
る
用
例
も
あ
る
。

(
凶
)
津
田
註
(
叩
)
論
文
。

(
初
〉
『
東
北
歴
史
地
理
』
第
二
巻
(
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
)

二
七
三
頁
。
た
だ
し
、
孫
氏
は
貞
元
中
に
安
東
都
護
府
が
復
宣
さ
れ
た

背
景
を
、
「
此
時
徳
宗
中
興
、
卒
定
諸
藩
」
と
記
す
が
、
正
し
く
な

い
。
む
し
ろ
親
朝
廷
的
な
劉
済
が
虚
龍
節
度
使
と
な
り
、
東
北
諸
夷
の

征
座
に
成
功
し
た
事
貨
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
時
の
都
議
府
は

中
央
直
属
で
は
な
く
、
紳
龍
元
年
復
置
以
来
の
虚
龍
藩
鎮
下
の
軍
鎮
的

性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幻
)
筆
者
が
開
質
し
た
『
新
唐
書
』
の
南
監
本
・
北
監
本
は
、
京
都
大
拳

人
文
科
皐
研
究
所
蔵
本
で
あ
る
。
『
新
唐
書
』
南
監
本
は
元
大
徳
一
一

年
(
二
ニ

O
七
)
建
康
路
儒
事
刊
本
を
明
代
に
補
刻
に
補
刻
を
重
ね
て

印
行
し
た
も
の
で
、
人
文
研
蔵
本
の
場
合
、
補
刊
年
記
の
下
限
は
寓
暦

四
五
年
(
二
ハ
一
七
)
で
あ
る
。

「安
東
都
督
府
」
の
あ
る
巻
四
三
下

第
七
葉
の
版
心
に
は
、
「
嘉
靖
戊
午
刊
、
監
生
涯
柿
刊
」
と
あ
り
、
嘉

靖
三
七
年
(
一
五
五
八
)
補
刻
の
部
分
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
方
『
新
唐
書
』
北
監
本
は
蔦
暦
二
三
年
(
一
五
九
五
)
刊
で
あ
る
。

(
幻
)
尾
崎
康
『
正
史
宋
元
版
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
)
五
四

四
J
七
、
五
八
九
J
六
一
三
二
頁
灸
岳
、

(
お
)
唐
が
認
識
す
る
東
境
は
、
開
元
二
三
年
(
七
三
五
)
の
浪
江
(
現
大

同
江
)
以
南
の
新
羅
へ
の
割
譲
以
降
は
卒
壊
ま
で
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
『
道
呈
記
』
も
卒
援
城
を
唐
の
彊
域
内
と
し
て
記
す
。

(
鈍
)
津
田
註
(
叩
)
論
文
。

(
お
)
日
野
氏
は
ま
た
、
上
表
I
が
『
遁
鐙
』
神
功
元
年
十
月
篠
に
在
る
と

す
る
が
、
同
僚
に
上
表

I
に
該
蛍
す
る
記
事
は
な
い
。
な
お
『
通
鑑
』
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に
見
え
る
上
表
ー
に
は
、
上
表
E
の
内
容
が
若
干
混
入
し
て
い
る
。

(
m
m
)

『
奮
唐
書
』
径
九
三
醇
一
前
俸
に
よ
れ
ば
、
藍
回
豚
令
時
代
に
御
史
中

丞
来
俊
臣
の
無
法
な
命
令
に
抵
抗
し
、

「
曾
俊
臣
得
罪
、
甘
門
事
乃
不

行
」
と
あ
る
。
来
俊
臣
が
罪
を
得
て
御
史
中
丞
を
罷
田
即
さ
れ
た
の
は
、

『
奮
唐
書』

巻
一
八
六
上
酷
吏
停
上
来
俊
臣
に
、

俊
臣
累
坐
賊
、
盛
岡
衛
吏
紀
履
忠
所
告
下
獄
、
長
蕎
二
年
、
除
殿
中

丞。

と
あ
り
、
長
欝
二
年
以
前
の
そ
う
遠
く
な
い
時
期
と
推
測
さ
れ
る
。

(
幻
〉
本
書
紋
は
高
裁
通
天
二
年
(
紳
功
元
年
)
一
月
作
成
の
も
の
で
、
そ

の
中
に
、分

五
寓
蕃
漢
精
兵
、
令
中
郎
防
柑
醇
読
取
海
路
東
入
、
舟
織
己
具
、

来
月
亦
設
。

と
あ
る
。
黄
約
葱
氏
は
前
掲
論
文
で
、
こ
の
時
に
は
出
征
せ
.す
、
聖
暦

元
年
に
安
東
道
経
略
使
と
な
っ
て
始
め
て
渡
海
し
た
と
す
る
。
し
か
し

本
文
で
論
述
す
る
よ
う
に
二
つ
の
出
征
は
別
の
遠
征
計
重
で
あ
り
、
葉

氏
の
解
緯
に
は
従
い
難
い
。
醇
訪
の
軍
圏
の
渡
海
に
嘗
つ
て
の
軍
糧
験

迭
に
関
連
す
る
史
料
と
し
て
は
、
後
掲
註
〈
鈎
)
の
王
慶
墓
誌
と
『
陳
伯

玉
文
集
』
巻
七

「麟
掃
海
文
」
の
、

高
裁
通
天
二
年
月
日
、
清
遺
軍
海
運
度
支
大
使
虞
部
郎
中
王
玄

珪
、
敢
以
牲
酒
、
馳
献
海
王
之
神
、
(
中
略
)
、
故
有
渡
遼
諸
軍
、

横
海
之
勝
、
天
子
命
我
、
蔵
糠
景
従
。

が
あ
る
。

(
お
)
一
黙
だ
け
問
題
な
の
は
、
『
通
典
』
や

『唐
曾
要
』
が
俸
え
る
秋
仁

傑
の
官
職
「
鴛
豪
侍
郎
」
で
あ
る
。
彼
が
鴛
牽
侍
郎
だ
っ
た
の
は
、
紳

功
元
年
間
十
月
甲
寅
か
ら
聖
暦
元
年
八
月
庚
子
ま
で
で
、
聖
磨
二
年
に

は
納
言
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
同
-
の
文
言
を
多
く
含
む
上
表

ー
と
の
混
飢
に
よ
っ
て
生
じ
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
大
津
透
「
唐
儀
鳳
三
年
度
支
奏
抄
・
四
年
金
部
旨
符
補
考
|
|
唐
靭

の
軍
事
と
財
政
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
九
l
二
、
一
九
九

O
)、
荒
川

正
晴
「
唐
の
封
西
減
布
鳥
総
迭
と
客
一
商
の
活
動
に
つ
い
て
」
(
『東
洋
皐

報
』
七
一
一
一
|
三

・
四
、
一
九
九
二
)
参
照
。

(
初
)
王
慶
墓
誌
(
開
元
九
年
葬
〉
に
は
、

高
裁
通
天
元
年
、
白
虜
越
起
、
鋒
交
砲
石
、
青
林
失
律
、
火
照
甘

泉
、
天
子
詔
左
衛
将
軍
醇
柄
、
紹
海
長
属
、
俺
其
巣
穴
、
飛
務
税

粟
、
霧
集
登
莱
。
監
軍
御
史
活
玄
成
、
興
公
素
遊
、
指
公
清
幹
、

且
以
元
佐
務
筒
、
得
粂
統
押
、
乃
密
表
馳
奏
、
朝
廷
許
鷲
、
俄
除

朝
議
郎

・
行
登
州
司
馬
、
の
充
南
運
使
。
思
命
光
舷
、
筒
拐
就

列
、
情
勤
続
使
、
義
篤
均
凪
刀
、
紅
粟
斉
山
、
飛
雲
蔽
海
、
三
軍
款

美
、
余
白
得
人
。
聖
暦
年
、
運
停
還
任
。

と
あ
り
、
登
州
か
ら
の
軍
糧
験
迭
が
契
丹
叛
凱
後
の
醇
一
前
遠
征
か
ら
聖

暦
年
(
六
九
八
J
七
O
O〉
ま
で
績
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
醇
前
遠
征
は
高
裁
遁
天
二
年
(
六
九
七
)
の
方
の
よ
う
だ
が
、
左
衛

絡
軍
と
い
う
官
に
疑
問
が
残
る
。
あ
る
い
は
聖
暦
元
年
〈
六
九
八
)
の

方
の
左
威
衡
将
軍
と
の
混
胤
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
終
了
も
元
年
か
三

年
か
が
不
明
で
、
最
初
の
遠
征
後
の
李
構
図
ら
の
契
丹
絵
黛
討
伐
や
二

度
目
の
遠
征
に
も
、
引
き
績
き
南
運
使
と
し
て
輪
迭
に
蛍
っ
て
い
た
可

能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
な
お
日
野
氏
は
、
商
運
の
う
ち
の
南
還
は
登

州
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
(
前
掲
書

一一一一
J
八
頁
)
が
、

本
史
料
は
そ
の
正
し
さ
を
透
明
し
て
い
る
。

(
但
)
本
文
で
奉
げ
た
『
唐
曾
要
』
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

- 53ー



228 

「『唐
倉
要
』
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
」
(『東
方
皐
』
七
八
、
一
九

八
九
)
参
照
。
な
お
四
庫
全
書
本
は
「
右
武
術
大
将
軍
高
仇
須
」
と
し

て
お
り
、
在
啓
淑
蔵
本
(妥
北
・
園
立
中
央
図
書
館
蔵
抄
本
の
一
〉
か

ら
の
俸
寓
過
程
で
「
威
」
を
脱
設
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
殴
版
は
、
こ

の
脱
設
に
気
附
か
ず
、
さ
ら
に
仇
須
を
他
書
に
よ
っ
て
徳
武
に
改
め
る

と
い
う
二
重
の
誤
り
を
犯
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
銘
)
「
震
建
安
王
破
賊
表
」
に
は
、

臣
某
言
、
今
月
日
、
得
遼
東
都
督
高
仇
須
等
月
日
破
逆
賊
契
丹
孫

蔦
斬
等
一
十
一
陣
露
布
、
弁
捉
得
生
ロ
一
百
人
、
迭
至
軍
前
。

と
あ
り
、
「
篤
建
安
王
輿
遼
東
書
」
に
は
、

月
日
、
清
迭
道
大
抱
管
建
安
郡
王
彼
宜
、
致
書
於
遼
東
州
一
回
同
都

督
。
蕃
府
賢
甥
某
至
、
仰
知
破
逆
賊
孫
高
斬
十
有
像
陣
、
弁
生
獲

夷
賊
一
千
人
。

と
あ
る
。
前
掲
資
約
葱
論
文
は
、
武
依
宜
が
高
仇
須
を
賢
甥
と
呼
ん
だ

と
解
し
、
仇
須
の
母
が
武
氏
一
一
族
で
、
武
后
が
高
句
麗
に
射
し
て
和
親

政
策
を
と
っ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
讃
で
、
賢
甥
は
高
仇
須

の
甥
を
指
し
、
彼
が
仇
須
の
戦
時
間
を
武
紋
宜
に
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

(
お
)
「
信
用
建
安
王
輿
遼
東
書
」
に
は
、
契
丹
へ
の
総
反
撃
計
査
と
醇
納
の

遼
東
汲
遣
を
述
べ
た
後
、

諸
都
督
励
丘
(
稼
馬
、
以
待
此
期
、
共
登
九
山
、
看
珍
凶
廃
、
書
勅

竹
島
、
開
園
俸
家
、
是
都
督
建
功
之
日
也
。

と
あ
り
、
ま
た
『
陳
伯
玉
文
集
』
巻
一

O
「
篤
建
安
王
興
安
東
諸
軍
州

書
」
に
も
、

諸
公
等
訓
助
丘
ハ馬
、
共
魚
椅
角
。
開
封
侯
、
其
機
在
此
。

と
あ
り
、
遼
東
高
句
麗
人
を
味
方
と
す
る
た
め
、
戦
後
の
厚
賞
を
約
束

し
て
い
る
様
子
の
一
端
が
窺
え
る
。

(
鈎
)
契
丹
の
飢
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
黄
約
葱
論
文
参
照
。
ま
た
溺

海
の
建
園
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
溺
海
建
園
関
係
記
事
の
再
検
討
|

|

中
園
側
史
料
の
基
礎
的
研
究
」
(
『
朝
鮮
民
平
報
』
一
一
一
一
一
、
一
九
八
四
)

参
照
。

(
お
)
大
暦
三
年
(
七
六
八
)
建
立
。
李
棺
洛
は
李
光
弼
の
父
。
清
の
屋
中

洛
『
古
泉
山
館
金
石
文
編
残
稿
』
各
二
は
、
そ
の
行
動
・
経
歴
の
類
似

か
ら
李
措
洛
と
李
楢
固
を
同
一
人
物
と
す
る
。
し
か
し
碑
に
見
え
る
措

洛
の
封
爵
は
剤
郡
公
、
一
方
楢
固
は
燕
園
公
だ
か
ら
別
人
と
す
べ
き

で
、
指
洛
は
構
図
と
と
も
に
唐
に
投
降
し
た
契
丹
諸
絡
の
一
人
と
考
え

る
の
が
安
蛍
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
桂
田
時
は
周
正
が
使
用
さ
れ
、
十

一
月
に
年
が
改
ま
っ
た
の
で
、
聖
暦

元
年
九
月
一
一
一
日
に
任
命
さ
れ
た
醇
一
前
の
遼
東
到
着
は
翌
年
に
な
っ
て

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
李
構
図
ら
は
聖
磨
元
年
中
に
軍
事
行
動
を
し
て

い
る
か
ら
、
開
始
時
期
は
数
箇
月
か
ら
一
年
近
く
醇
一
前
よ
り
早
い
。

(
幻
)
虚
陵
王
李
穎
が
皇
太
子
に
復
位
す
る
ま
で
の
過
程
は
、
寅
際
に
は
か

な
り
複
雑
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
松
浦
千
春
「
武
周
政
権
論
|
|
底
陵

王
李
願
の
召
還
問
題
を
手
が
か
り
に
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
六
四
、
一
九

九
O
)
参
照
。

(
お
)
森
安
孝
夫
「
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
」
(『
金
津
大
摩
文
民
宇
都
論

集
』
史
事
科
篇
四
、
一
九
八
四
)
参
照
。

(
ぬ
)
従
来
、
本
上
表
の
年
次
は
、
『
唐
曾
要
』
巻
七
三
挑
州
都
督
府
が

「
神
功
二
年
五
月
八
日
」
と
記
し
、
『
通
鑑
』
も
聖
暦
元
年
末
に
載
せ

る
こ
と
か
ら
、
聖
暦
元
年
H
一
柳
功
二
年
(
六
九
八
)
五
月
八
日
と
さ
れ

て
き
た
。
確
か
に
『
唐
曾
要
』
の
諸
テ
キ
ス
ト
は
右
の
如
く
記
す
が
、
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『
玉
海
』
巻
一
一
一
一
一
ニ
官
制
・
属
園
都
護
都
督
・
唐
挑
州
都
督
府
候
所
引

の
『
唐
舎
要
』
に
は
「
紳
功
二
年
間
十
月
L

、
同
容
一
九
一
兵
・
兵

捷
・
唐
挑
州
道

fg阜
抱
管
卒
挑
州
鐙
傑
所
引
の
『
唐
禽
要
』
に
は
「
紳

功
元
年
間
十
月
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
聖
暦
元
年
は
正
月
朔
改
元
な
の

で
、
神
功
二
年
は
全
く
存
在
し
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
間
十
月
は
紳
功

元
年
に
存
在
す
る
。
と
す
れ
ば
、
南
宋
末
の
『
唐
曾
要
』
の
テ
キ
ス
ト

に
は
「
紳
功
元
年
間
十
月
」
と
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
元
年

が
二
年
と
誤
寓
さ
れ
、
ま
た
前
の
記
事
が
「
麟
徳
元
年
五
月
八
日
」
で

あ
る
こ
と
に
つ
ら
れ
、
月
日
も
誤
篤
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従

来
の
見
解
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
張
東
之
の
経
歴
に
は
混
鋭
が
あ
る
。
『
奮
唐
書
』
巻
九
一
本

俸
は
、
永
昌
元
年
(
六
八
九
)
に
監
察
御
史
と
な
っ
た
後
、
聖
暦
初
に

鳳
閣
舎
人
に
累
遷
し
た
が
、
同
年
、
歎
畷
可
汗
と
の
和
毅
に
反
劉
し
、

武
后
の
旨
に
杵
っ
た
と
記
し
た
後
、
時
聞
が
前
に
戻
り
、

神
功
初
、
出
気
合
州
刺
史
、
尋
鱒
萄
州
刺
史
。

と
な
っ
て
、
本
上
表
を
奏
し
た
と
す
る
。
一
方
『
新
唐
書
』
巻
一
二

O

本
俸
は
、
「
一
柳
功
初
」
を
制
り
、
和
親
反
封
に
よ
っ
て
合
州
へ
左
遷
さ

れ
た
如
く
記
し
、
『
遁
鑑
』
も
聖
暦
元
年
六
月
甲
午
僚
の
和
親
の
た
め

に
武
延
秀
を
突
阪
に
遭
わ
す
記
事
に
績
け
て
、
和
親
反
謝
に
よ
っ
て
張

東
之
が
合
州
へ
左
遷
さ
れ
た
と
記
す
。
お
そ
ら
く
『
、
通
鍍
』
が
上
衰
を

聖
暦
元
年
末
に
置
く
の
は
、
右
の
如
く
彼
の
経
歴
を
理
解
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
紳
功
元
年
間
十
月
に
易
州
刺
史
で
あ
っ
た
事
賓
が
あ

る
の
で
、
こ
の
理
解
が
受
賞
と
は
い
え
な
い
。
『
奮
唐
書
』
本
俸
の
年
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衣
を
信
用
す
る
と
、
神
功
元
年
に
出
て
合
州
刺
史
・
萄
州
刺
史
を
歴
任

し
た
後
、
聖
暦
元
年
初
に
中
央
へ
戻
さ
れ
て
鳳
閣
舎
人
と
な
り
、
同
年

六
月
頃
、
和
親
に
反
濁
し
て
再
度
地
方
へ
左
遜
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
後
考
を
侯
つ
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
第
一
一
一
一
一
回
北
陸
史
皐
舎
大
舎
ハ
一
九
九
O
年
一
一
月

二
五
日
)
に
於
て
護
表
し
た
「
い
わ
ゆ
る
『
小
高
句
麗
園
』
の
存
否
を

め
ぐ
っ
て
ー
ー
そ
の
建
園
問
題
を
中
心
に
」
、
及
び
一
九
九
一
年
度
東

洋
史
研
究
曾
大
倉
(
一
一
月
三
目
)
に
於
て
設
表
し
た
「
い
わ
ゆ
る

『
小
高
句
麗
図
』
の
存
否
問
題
」
の
二
原
稿
を
も
と
に
加
筆
-
訂
正
し
た

も
の
で
あ
る
。

〔
補
〕
本
稿
脱
稿
後
、
上
回
雄
・
孫
品
開
健
『
日
本
溺
海
交
渉
史
』
(
六
輿

出
版
、
一
九
九

O
)
と
上
回
雄
『
溺
海
園
の
謎
l
|知
ら
れ
ざ
る
東
ア

ジ
ア
の
古
代
王
園
』
(
講
談
社
現
代
新
書、

一
九
九
二
〉
が
「
小
高
句

麗
園
」
を
「
朝
鮮
郡
王
園
」
と
呼
び
、
そ
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
こ

と
に
気
附
い
た
。
日
野
氏
の
著
書
に
基
づ
く
よ
う
だ
が
、
建
園
年
次
・

領
域
が
異
な
り
、
「
朝
鮮
郡
王
園
」
と
い
う
園
名
も
不
可
解
で
、
い
か

な
る
根
嬢
に
基
づ
く
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
雨
著
と
も
一
般
向
け
な

分
、
こ
の
不
可
解
な
見
解
が
一
般
化
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
現
に
最
新
刊

で
あ
る
中
西
進
・
安
田
喜
憲
編
『
謎
の
主
因
・
激
海
』
〈
角
川
遺
書
、

一
九
九
一
一
〉
は
前
著
に
基
づ
く
「
朝
鮮
郡
王
園
」
の
在
る
彊
域
園
を
表

紙
に
使
っ
て
い
る
。
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THE ＥχISTENCE OF THE SOCALLED ･･KOGURYO-MINOR

　　　　　　　　

KINGDOM小高句麗國”

　　　　　　　　　

FURUHATA Toru

　　

Dr. Hino Kaizaburo published y1 Studyが瓦ogury∂-ｍｉｎｏｒ Ｋｉｎｇｄｏｍ

『小高句麗國の研究J in 1984, in which he argued the existence of ａ Koguryo-

minor Kingdom from 699 t０９１８in Liaodong province whose kings were

of legitimate descent from Koguryo royalty. In this paper, the author

attempts ａ close reexami nation　of the sources　on　which Dr. Hino゛ｓ

argument was based. As ａ result, he proves that in fact no source exists

which positively affirms the ｅχistence of such a kingdom, and that on

the contrary there are some facts that demonstrate that it could not have

existed. For instance, legitimate descendants of Koguryo royalty resided

at the capital of Tang China, and the Liaodong region was regarded as

its own territory by the Tang dynasty｡

　　

Reappraising the state of affairs in the late seventh century when

the Koguryo-minor Kingdom is said to have risen, the author points out

the

　

following

　

facts. First, the　Tang government　sent ｅχpeditionary

forces to suppress the remnants of the Khitan 契丹in the Liaodong region.

Secondlyレthe Tang government planned to send Ko Powon 高賓元，ａ

legitimate descendant of Koguryo royalty, to divert Andong Supervisor-

in-chief Ko Kusu 高仇須，ａ leader of the people of Koguryo in the

Liaodong region. In the third place, Ko Tongmu 高徳武，ａ collateral

descendant of Koguryo royalty, was appointed as Andong Supervisor-in-

chief in　699 to control the local people of Koguryo. It　is therefore

impossible

　

to

　

interpret the　appointment　of　Ko　Tongmu as　Andong

Supervisor-in-chief as the rise of ａ Koguryo-minor Kingdom as Dr. Hino

has done.

２


